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度
録
』
に
よ
れ
ば
、
宮
内
省
へ
の
本
画
納
入
が
す
で
に
明
治
二
十
七
年
（
一
八
九
四
）
に
は
始

ま
っ
て
お
り
、
本
画
と
伺
下
絵
の
両
方
を
提
出
し
て
い
る
。
つ
ま
り
第
一
巻
の
本
画
を
納
入
す
る

場
合
、
第
二
巻
の
伺
下
絵
も
併
せ
て
提
出
す
る
よ
う
な
逐
次
的
な
納
入
・
提
出
の
プ
ロ
セ
ス
で

あ
っ
た
と
解
せ
る
。
も
っ
と
も
全
二
十
四
巻
と
い
う
本
画
の
総
数
か
ら
す
れ
ば
、『
明
治
二
十
八
年
　

御
用
度
録
』
の
記
載
数
は
そ
れ
ら
の
ご
く
一
部
に
す
ぎ
な
い
だ
ろ
う
。

　
補
修
の
痕
跡
か
ら
、
下
絵
は
宮
内
省
か
ら
返
却
さ
れ
た
時
点
で
は
ま
く
り
状
で
あ
り
、
虫
損
を

生
じ
た
後
に
表
装
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
際
、
有
美
本
人
に
よ
る
款
記
と
押
印
が
な
さ
れ

た
と
推
察
さ
れ
る
。
下
絵
は
令
和
三
年
度
（
二
〇
二
一
年
度
）
に
古
書
店
よ
り
当
館
が
購
入
し
た

が
（
註
3
）、
残
念
な
が
ら
そ
れ
以
前
の
所
蔵
者
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
。
本
来
な
ら
ば
、
こ
れ
以

外
に
も
夥
し
い
数
の
画
稿
、
伺
下
絵
な
ど
が
存
在
し
た
だ
ろ
う
。

《
三
條
実
美
公
事
蹟
絵
巻
》
の
制
作
事
情
と
尾
崎
三
良

　
有
美
と
三
條
家
の
関
係
は
幕
末
期
に
さ
か
の
ぼ
る
。
有
美
は
早
く
か
ら
従
弟
で
復
古
大
和
絵
系

の
絵
師
・
冷
泉
為
恭
（
一
八
二
三
〜
六
四
）
の
も
と
で
研
鑽
を
積
み
、
安
政
度
御
所
造
営
に
も
参

加
し
た
と
い
う
。
斉
藤
全
人
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
安
政
度
御
所
造
営
で
主
導
的
な
立
場
に

あ
っ
た
三
條
実
万
は
為
恭
と
昵
懇
の
間
柄
で
あ
り
、
復
古
様
式
を
強
く
意
識
し
た
御
所
造
営
に
お

い
て
や
ま
と
絵
を
重
視
し
、
為
恭
や
有
美
を
積
極
的
に
登
用
し
た
と
考
え
ら
れ
る
（
註
4
）。
為
恭

が
非
業
に
斃
れ
た
後
も
三
條
家
は
有
美
を
支
援
し
、
さ
ら
に
尊
攘
派
公
卿
の
代
表
格
と
し
て
知
ら

れ
た
実
万
・
実
美
の
傍
で
有
美
自
身
も
国
事
に
奔
走
し
て
い
る
（
註
5
）。
維
新
後
も
京
都
に
留

ま
っ
て
制
作
を
続
け
て
い
た
有
美
が
、
明
治
十
七
年
（
一
八
八
四
）
に
上
京
す
る
こ
と
に
な
っ
た

の
も
、
実
美
の
招
聘
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
る
（
註
6
）。

　
実
美
の
恩
顧
を
受
け
た
有
美
に
と
っ
て
、
絵
巻
事
業
は
そ
れ
に
報
い
る
重
要
な
画
事
で
あ
っ

た
。
絵
巻
の
制
作
は
、
明
治
二
十
一
年
（
一
八
八
八
）
に
開
始
さ
れ
た
実
美
の
事
蹟
調
査
、
翌
年

の
三
條
内
府
父
子
行
実
取
調
掛
の
発
足
（
明
治
二
十
四
年
か
ら
は
宮
内
省
図
書
寮
に
事
業
移
管
）

を
経
て
、
明
治
三
十
三
年
（
一
九
〇
〇
）
十
二
月
に
完
成
し
た
『
三
條
実
美
公
年
譜
』
全
二
十
九

巻
の
編
纂
事
業
の
過
程
で
決
定
さ
れ
た
。
年
譜
と
絵
巻
は
、
い
わ
ば
実
美
顕
彰
事
業
の
両
輪
で

あ
っ
た
と
い
え
る
。
制
作
は
明
治
二
十
六
年
（
一
八
九
三
）
に
着
手
さ
れ
、
同
三
十
四
年

（
一
九
〇
一
）
に
完
成
し
た
（
註
7
）。
本
画
の
詞
書
は
国
学
者
・
東
京
帝
国
大
学
教
授
の
黒
川
真
頼

（
一
八
二
九
〜
一
九
〇
六
）
が
起
草
し
、
東
久
世
通
禧
（
一
八
三
三
〜
一
九
一
二
）
が
浄
書
、
絵
は

有
美
、
装
丁
は
お
そ
ら
く
息
子
の
田
中
親
美
（
一
八
七
五
〜
一
九
七
五
）
が
そ
れ
ぞ
れ
手
が
け
た

豪
華
絵
巻
と
な
っ
た
。

　
そ
し
て
下
絵
制
作
に
関
わ
る
重
要
な
人
物
と
し
て
、
尾
崎
三
良
（
一
八
四
二
〜
一
九
一
八
　
図

2
）
の
存
在
を
見
逃
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
幕
末
以
来
、
尾
崎
は
実
美
の
側
近
と
し
て
諸
方
面
に

活
動
し
、
維
新
後
も
政
治
面
に
お
い
て
実
美
を
支
え
た
人
物
で
あ
る
。
以
下
に
掲
げ
る
回
想
か
ら

は
（
註
8
）、
絵
巻
事
業
に
お
い
て
尾
崎
が
描
写
内
容
の
推
敲
や
調
整
な
ど
を
取
り
仕
切
る
役
割
を

担
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
（
原
文
マ
マ
、
傍
線
部
は
引
用
者
。
以
下
同
じ
）。

　
聖
旨
を
受
け
、
故
三
条
実
美
公
絵
巻
物
調
成
に
従
事
す
。
画
工
田
中
有
美
を
し
て
絵
図
を

担
当
せ
し
め
、
其
事
績
の
重
要
な
る
も
の
を
拾
収
し
て
田
中
を
し
て
之
に
依
つ
て
図
案
を
製

せ
し
め
、
予
之
を
閲
し
其
事
実
に
適
合
せ
ざ
る
も
の
は
之
を
修
正
し
、
或
は
再
三
に
し
て
始

め
て
彩
色
本
図
と
為
す
等
、
殆
ん
ど
一
年
有
余
を
経
て
始
め
て
落
成
し
て
御
前
へ
捧
呈
し
、

後
に
勅
許
を
得
て
此
絵
巻
物
木
版
搨
と
為
し
、
東
久
世
伯
の
言
葉
書
を
加
へ
、
以
て
五
冊
に

成
本
し
広
く
公
に
す
る
こ
と
を
得
た
り
。

　
此
三
条
公
絵
巻
物
の
こ
と
は
、
公
薨
去
の
時
即
ち
明
治
廿
四
年
の
夏
頃
よ
り
巌
谷
修
が
命

を
受
け
其
編
輯
を
担
任
し
、
其
為
め
年
六
百
円
づ
つ
の
手
当
を
受
け
つ
つ
八
ヶ
年
余
を
経
れ

ど
も
、
何
た
る
形
も
出
来
ざ
る
に
依
り
、
当
時
の
宮
内
大
臣
土
方
よ
り
予
に
談
し
あ
り
。
之

に
依
つ
て
巌
谷
を
廃
し
て
予
代
つ
て
担
任
す
る
こ
と
と
な
り
、
予
は
公
の
履
歴
中
最
も
顕
著

な
る
も
の
五
十
余
点
を
摘
録
し
て
、
画
工
田
中
有
美
を
指
揮
し
て
其
摘
録
の
事
項
を
先
づ
下

図
に
為
さ
し
め
、
之
を
検
分
し
実
際
に
齟
齬
す
る
所
は
幾
回
も
書
改
め
さ
せ
、
又
維
新
前
縉

図2　尾崎三良の肖像写真
《明治十二年明治天皇御下命「人物写真帖」》より
1880年頃、当館所蔵
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は
じ
め
に

　
幕
末
明
治
期
に
朝
廷
と
宮
内
省
の
重
要
な
御
用
を
担
っ
た
絵
師
・
田
中
有
美
（
一
八
三
九
〜

一
九
三
三
）
の
画
業
に
つ
い
て
は
、
近
年
の
斉
藤
全
人
氏
に
よ
る
調
査
研
究
に
よ
っ
て
詳
ら
か
に

さ
れ
て
き
た
（
註
1
）。
明
治
新
政
府
樹
立
の
立
役
者
で
あ
り
、
維
新
後
は
「
條
岩
両
公
」
と
並
び

称
さ
れ
た
岩
倉
具
視
（
一
八
二
五
〜
八
三
）
と
三
條
実
美
（
一
八
三
七
〜
九
一
）、
さ
ら
に
実
美
の

父
・
実
万
（
一
八
〇
二
〜
五
九
）
の
生
涯
を
描
い
た
大
絵
巻
群
は
（
註
2
）、
明
治
期
に
お
け
る
有

美
畢
生
の
作
品
と
し
て
知
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
明
治
十
八
年
（
一
八
八
五
）
か
ら
同

三
十
七
年
（
一
九
〇
四
）
ま
で
足
か
け
約
二
十
年
に
わ
た
る
制
作
期
間
を
費
や
し
た
、
三
絵
巻
・

総
数
六
十
巻
を
数
え
る
膨
大
な
絵
巻
群
の
成
立
過
程
に
つ
い
て
、
意
外
な
ほ
ど
そ
の
実
態
は
明
ら

か
に
さ
れ
て
い
な
い
。

　
本
稿
で
紹
介
す
る
《
三
條
内
府
公
事
蹟
画
巻
御
下
絵
》（
以
下
、
下
絵
と
略
す
）
は
、
実
美
を

主
人
公
と
す
る
《
三
條
実
美
公
事
蹟
絵
巻
》（
一
九
〇
一
年
、
当
館
所
蔵
　
以
下
、
本
画
と
略
す
）

に
関
連
す
る
貴
重
な
資
料
で
あ
る
。
下
絵
は
皇
室
、
宮
内
省
に
伝
来
し
た
も
の
で
は
な
く
、
令
和

三
年
（
二
〇
二
一
）
に
民
間
で
初
め
て
そ
の
存
在
が
確
認
さ
れ
、
翌
年
三
月
に
当
館
の
新
収
蔵
品

と
な
っ
た
。
下
絵
六
巻
の
内
訳
は
、
実
美
の
誕
生
と
幼
少
期
か
ら
青
年
期
ま
で
を
描
い
た
五
巻

分
、
そ
れ
ら
と
は
伝
記
上
の
時
間
を
大
き
く
隔

て
る
澤
宣
嘉
（
一
八
三
五
〜
七
三
）
の
脱
走
を

描
い
た
一
巻
分
よ
り
な
る
。
と
く
に
本
画
の
第

一・
二
巻
を
想
定
し
た
下
絵
五
巻
分
に
は
、
本

画
と
は
異
な
る
場
面
の
採
録
を
検
討
し
た
形

跡
、
モ
チ
ー
フ
や
人
物
、
景
観
表
現
の
異
同
を

見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
澤
脱
走
の

巻
で
は
人
物
の
姿
態
描
写
に
対
し
て
、
宮
内
省

側
か
ら
有
美
に
指
示
さ
れ
た
具
体
的
な
修
正
内

容
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
本
稿
で
は
下

絵
の
紹
介
と
分
析
を
と
お
し
て
、
本
画
の
成
立

過
程
の
一
端
を
考
察
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

《
三
條
内
府
公
事
蹟
画
巻
御
下
絵
》
概
要

　
ま
ず
、
下
絵
六
巻
（
図
1
）
の
基
本
的
な
情
報
を
以
下
に
ま
と
め
る
。
な
お
、
各
巻
の
寸
法
に

つ
い
て
は
、
別
表
に
示
し
た
と
お
り
で
あ
る
。

①
二
月
八
日
公
梨
木
町
ノ
第
ニ
生
ル
ゝ
之
図
（
カ
ラ
ー
口
絵
4
）

②
公
年
七
歳
始
テ
句
読
ヲ
後
藤
一
郎
ニ
受
ク
ル
之
図
（
カ
ラ
ー
口
絵
5
）

③
文
武
諸
芸
ヲ
修
習
ス
ル
之
図
（
カ
ラ
ー
口
絵
6
）

④
文
武
諸
芸
ヲ
修
習
ス
ル
之
図
（
カ
ラ
ー
口
絵
7
）

⑤
御
学
問
所
ニ
於
テ
樊
噲
伝
会
読
之
図
（
カ
ラ
ー
口
絵
8
）

⑥
三
田
尻
旅
館
ニ
於
テ
但
馬
ノ
一
挙
公
同
意
セ
ス
沢
宣
嘉
独
脱
走
ノ
図
（
カ
ラ
ー
口
絵
9
）

　
下
絵
六
巻
は
菊
御
紋
裂
貼
り
紙
平
箱
に
納
め
ら
れ
て
い
る
。
す
べ
て
の
巻
に
外
題
と
「
田
中
有

美
」
の
款
記
が
墨
書
さ
れ
、
⑤
と
⑥
以
外
に
は
朱
文
長
方
印
「
有
美
」
を
捺
す
。
紙
は
楮
紙
で
、

①
と
⑤
の
み
紙
継
が
あ
る
。
い
ず
れ
も
簡
易
な
紙
表
装
で
仕
立
て
ら
れ
、
一
部
虫
損
を
伴
う
も
の

も
あ
る
が
、
裏
打
ち
に
よ
る
補
修
が
な
さ
れ
て
い
る
。
モ
チ
ー
フ
は
い
ず
れ
も
淡
墨
（
ま
た
は
焼

筆
）
で
あ
た
り
を
付
け
、
そ
の
上
か
ら
濃
墨
の
筆
線
で
人
物
の
表
情
や
身
振
り
を
か
た
ど
り
、
さ

ら
に
建
物
や
樹
木
、
霞
な
ど
の
添
景
も
画
面
内
で
検
討
し
な
が
ら
位
置
を
定
め
た
こ
と
が
わ
か

る
。
本
画
で
は
変
幻
自
在
に
画
面
内
を
横
断
し
、
画
中
の
人
物
と
情
景
を
巧
み
に
演
出
す
る
雲

が
、
下
絵
で
は
す
や
り
霞
と
し
て
引
か
れ
て
い
る
。

　
現
状
か
ら
判
断
で
き
る
の
は
、
こ
れ
ら
の
下
絵
が
本
画
に
着
手
す
る
以
前
に
宮
内
省
に
提
出
さ

れ
た
伺
下
絵
と
い
う
可
能
性
で
あ
る
。
参
考
と
し
て
宮
内
庁
宮
内
公
文
書
館
所
蔵
『
明
治
二
十
八

年
　
御
用
度
録
』（
識
別
番
号
：
六
九
三
五
五
）
の
記
載
に
注
目
し
て
み
た
い
。
同
文
書
の
「
書
籍

図
画
類
之
部
」
に
は
、「
故
三
條
内
大
臣
絵
巻
物
本
図
絵
画
」
計
四
十
五
枚
の
代
金
一
四
八
五
円
の

支
出
に
係
る
記
載
が
あ
り
、
本
画
一
枚
に
つ
き
三
十
三
円
で
購
入
し
て
い
る
。
い
っ
ぽ
う
伺
下
絵

の
記
載
も
あ
り
、「
故
三
條
内
大
臣
絵
巻
物
下
図
絵
画
」
計
十
五
枚
の
代
金
三
四
五
円
を
支
払
っ
て

い
る
。
伺
下
絵
一
枚
に
つ
き
二
十
三
円
と
な
り
、
本
画
よ
り
も
十
円
安
い
計
算
と
な
る
。
本
稿
で

紹
介
す
る
下
絵
も
お
そ
ら
く
同
程
度
の
金
額
が
支
払
わ
れ
た
で
あ
ろ
う
。『
明
治
二
十
八
年
　
御
用

作
品
紹
介

│
新
出
の
田
中
有
美
《
三
條
内
府
公
事
蹟
画
巻
御
下
絵
》
に
つ
い
て

田 

中  

純
一
朗

図1　巻姿
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度
録
』
に
よ
れ
ば
、
宮
内
省
へ
の
本
画
納
入
が
す
で
に
明
治
二
十
七
年
（
一
八
九
四
）
に
は
始

ま
っ
て
お
り
、
本
画
と
伺
下
絵
の
両
方
を
提
出
し
て
い
る
。
つ
ま
り
第
一
巻
の
本
画
を
納
入
す
る

場
合
、
第
二
巻
の
伺
下
絵
も
併
せ
て
提
出
す
る
よ
う
な
逐
次
的
な
納
入
・
提
出
の
プ
ロ
セ
ス
で

あ
っ
た
と
解
せ
る
。
も
っ
と
も
全
二
十
四
巻
と
い
う
本
画
の
総
数
か
ら
す
れ
ば
、『
明
治
二
十
八
年
　

御
用
度
録
』
の
記
載
数
は
そ
れ
ら
の
ご
く
一
部
に
す
ぎ
な
い
だ
ろ
う
。

　
補
修
の
痕
跡
か
ら
、
下
絵
は
宮
内
省
か
ら
返
却
さ
れ
た
時
点
で
は
ま
く
り
状
で
あ
り
、
虫
損
を

生
じ
た
後
に
表
装
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
際
、
有
美
本
人
に
よ
る
款
記
と
押
印
が
な
さ
れ

た
と
推
察
さ
れ
る
。
下
絵
は
令
和
三
年
度
（
二
〇
二
一
年
度
）
に
古
書
店
よ
り
当
館
が
購
入
し
た

が
（
註
3
）、
残
念
な
が
ら
そ
れ
以
前
の
所
蔵
者
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
。
本
来
な
ら
ば
、
こ
れ
以

外
に
も
夥
し
い
数
の
画
稿
、
伺
下
絵
な
ど
が
存
在
し
た
だ
ろ
う
。

《
三
條
実
美
公
事
蹟
絵
巻
》
の
制
作
事
情
と
尾
崎
三
良

　
有
美
と
三
條
家
の
関
係
は
幕
末
期
に
さ
か
の
ぼ
る
。
有
美
は
早
く
か
ら
従
弟
で
復
古
大
和
絵
系

の
絵
師
・
冷
泉
為
恭
（
一
八
二
三
〜
六
四
）
の
も
と
で
研
鑽
を
積
み
、
安
政
度
御
所
造
営
に
も
参

加
し
た
と
い
う
。
斉
藤
全
人
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
安
政
度
御
所
造
営
で
主
導
的
な
立
場
に

あ
っ
た
三
條
実
万
は
為
恭
と
昵
懇
の
間
柄
で
あ
り
、
復
古
様
式
を
強
く
意
識
し
た
御
所
造
営
に
お

い
て
や
ま
と
絵
を
重
視
し
、
為
恭
や
有
美
を
積
極
的
に
登
用
し
た
と
考
え
ら
れ
る
（
註
4
）。
為
恭

が
非
業
に
斃
れ
た
後
も
三
條
家
は
有
美
を
支
援
し
、
さ
ら
に
尊
攘
派
公
卿
の
代
表
格
と
し
て
知
ら

れ
た
実
万
・
実
美
の
傍
で
有
美
自
身
も
国
事
に
奔
走
し
て
い
る
（
註
5
）。
維
新
後
も
京
都
に
留

ま
っ
て
制
作
を
続
け
て
い
た
有
美
が
、
明
治
十
七
年
（
一
八
八
四
）
に
上
京
す
る
こ
と
に
な
っ
た

の
も
、
実
美
の
招
聘
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
る
（
註
6
）。

　
実
美
の
恩
顧
を
受
け
た
有
美
に
と
っ
て
、
絵
巻
事
業
は
そ
れ
に
報
い
る
重
要
な
画
事
で
あ
っ

た
。
絵
巻
の
制
作
は
、
明
治
二
十
一
年
（
一
八
八
八
）
に
開
始
さ
れ
た
実
美
の
事
蹟
調
査
、
翌
年

の
三
條
内
府
父
子
行
実
取
調
掛
の
発
足
（
明
治
二
十
四
年
か
ら
は
宮
内
省
図
書
寮
に
事
業
移
管
）

を
経
て
、
明
治
三
十
三
年
（
一
九
〇
〇
）
十
二
月
に
完
成
し
た
『
三
條
実
美
公
年
譜
』
全
二
十
九

巻
の
編
纂
事
業
の
過
程
で
決
定
さ
れ
た
。
年
譜
と
絵
巻
は
、
い
わ
ば
実
美
顕
彰
事
業
の
両
輪
で

あ
っ
た
と
い
え
る
。
制
作
は
明
治
二
十
六
年
（
一
八
九
三
）
に
着
手
さ
れ
、
同
三
十
四
年

（
一
九
〇
一
）
に
完
成
し
た
（
註
7
）。
本
画
の
詞
書
は
国
学
者
・
東
京
帝
国
大
学
教
授
の
黒
川
真
頼

（
一
八
二
九
〜
一
九
〇
六
）
が
起
草
し
、
東
久
世
通
禧
（
一
八
三
三
〜
一
九
一
二
）
が
浄
書
、
絵
は

有
美
、
装
丁
は
お
そ
ら
く
息
子
の
田
中
親
美
（
一
八
七
五
〜
一
九
七
五
）
が
そ
れ
ぞ
れ
手
が
け
た

豪
華
絵
巻
と
な
っ
た
。

　
そ
し
て
下
絵
制
作
に
関
わ
る
重
要
な
人
物
と
し
て
、
尾
崎
三
良
（
一
八
四
二
〜
一
九
一
八
　
図

2
）
の
存
在
を
見
逃
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
幕
末
以
来
、
尾
崎
は
実
美
の
側
近
と
し
て
諸
方
面
に

活
動
し
、
維
新
後
も
政
治
面
に
お
い
て
実
美
を
支
え
た
人
物
で
あ
る
。
以
下
に
掲
げ
る
回
想
か
ら

は
（
註
8
）、
絵
巻
事
業
に
お
い
て
尾
崎
が
描
写
内
容
の
推
敲
や
調
整
な
ど
を
取
り
仕
切
る
役
割
を

担
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
（
原
文
マ
マ
、
傍
線
部
は
引
用
者
。
以
下
同
じ
）。

　
聖
旨
を
受
け
、
故
三
条
実
美
公
絵
巻
物
調
成
に
従
事
す
。
画
工
田
中
有
美
を
し
て
絵
図
を

担
当
せ
し
め
、
其
事
績
の
重
要
な
る
も
の
を
拾
収
し
て
田
中
を
し
て
之
に
依
つ
て
図
案
を
製

せ
し
め
、
予
之
を
閲
し
其
事
実
に
適
合
せ
ざ
る
も
の
は
之
を
修
正
し
、
或
は
再
三
に
し
て
始

め
て
彩
色
本
図
と
為
す
等
、
殆
ん
ど
一
年
有
余
を
経
て
始
め
て
落
成
し
て
御
前
へ
捧
呈
し
、

後
に
勅
許
を
得
て
此
絵
巻
物
木
版
搨
と
為
し
、
東
久
世
伯
の
言
葉
書
を
加
へ
、
以
て
五
冊
に

成
本
し
広
く
公
に
す
る
こ
と
を
得
た
り
。

　
此
三
条
公
絵
巻
物
の
こ
と
は
、
公
薨
去
の
時
即
ち
明
治
廿
四
年
の
夏
頃
よ
り
巌
谷
修
が
命

を
受
け
其
編
輯
を
担
任
し
、
其
為
め
年
六
百
円
づ
つ
の
手
当
を
受
け
つ
つ
八
ヶ
年
余
を
経
れ

ど
も
、
何
た
る
形
も
出
来
ざ
る
に
依
り
、
当
時
の
宮
内
大
臣
土
方
よ
り
予
に
談
し
あ
り
。
之

に
依
つ
て
巌
谷
を
廃
し
て
予
代
つ
て
担
任
す
る
こ
と
と
な
り
、
予
は
公
の
履
歴
中
最
も
顕
著

な
る
も
の
五
十
余
点
を
摘
録
し
て
、
画
工
田
中
有
美
を
指
揮
し
て
其
摘
録
の
事
項
を
先
づ
下

図
に
為
さ
し
め
、
之
を
検
分
し
実
際
に
齟
齬
す
る
所
は
幾
回
も
書
改
め
さ
せ
、
又
維
新
前
縉

図2　尾崎三良の肖像写真
《明治十二年明治天皇御下命「人物写真帖」》より
1880年頃、当館所蔵
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は
じ
め
に

　
幕
末
明
治
期
に
朝
廷
と
宮
内
省
の
重
要
な
御
用
を
担
っ
た
絵
師
・
田
中
有
美
（
一
八
三
九
〜

一
九
三
三
）
の
画
業
に
つ
い
て
は
、
近
年
の
斉
藤
全
人
氏
に
よ
る
調
査
研
究
に
よ
っ
て
詳
ら
か
に

さ
れ
て
き
た
（
註
1
）。
明
治
新
政
府
樹
立
の
立
役
者
で
あ
り
、
維
新
後
は
「
條
岩
両
公
」
と
並
び

称
さ
れ
た
岩
倉
具
視
（
一
八
二
五
〜
八
三
）
と
三
條
実
美
（
一
八
三
七
〜
九
一
）、
さ
ら
に
実
美
の

父
・
実
万
（
一
八
〇
二
〜
五
九
）
の
生
涯
を
描
い
た
大
絵
巻
群
は
（
註
2
）、
明
治
期
に
お
け
る
有

美
畢
生
の
作
品
と
し
て
知
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
明
治
十
八
年
（
一
八
八
五
）
か
ら
同

三
十
七
年
（
一
九
〇
四
）
ま
で
足
か
け
約
二
十
年
に
わ
た
る
制
作
期
間
を
費
や
し
た
、
三
絵
巻
・

総
数
六
十
巻
を
数
え
る
膨
大
な
絵
巻
群
の
成
立
過
程
に
つ
い
て
、
意
外
な
ほ
ど
そ
の
実
態
は
明
ら

か
に
さ
れ
て
い
な
い
。

　
本
稿
で
紹
介
す
る
《
三
條
内
府
公
事
蹟
画
巻
御
下
絵
》（
以
下
、
下
絵
と
略
す
）
は
、
実
美
を

主
人
公
と
す
る
《
三
條
実
美
公
事
蹟
絵
巻
》（
一
九
〇
一
年
、
当
館
所
蔵
　
以
下
、
本
画
と
略
す
）

に
関
連
す
る
貴
重
な
資
料
で
あ
る
。
下
絵
は
皇
室
、
宮
内
省
に
伝
来
し
た
も
の
で
は
な
く
、
令
和

三
年
（
二
〇
二
一
）
に
民
間
で
初
め
て
そ
の
存
在
が
確
認
さ
れ
、
翌
年
三
月
に
当
館
の
新
収
蔵
品

と
な
っ
た
。
下
絵
六
巻
の
内
訳
は
、
実
美
の
誕
生
と
幼
少
期
か
ら
青
年
期
ま
で
を
描
い
た
五
巻

分
、
そ
れ
ら
と
は
伝
記
上
の
時
間
を
大
き
く
隔

て
る
澤
宣
嘉
（
一
八
三
五
〜
七
三
）
の
脱
走
を

描
い
た
一
巻
分
よ
り
な
る
。
と
く
に
本
画
の
第

一・
二
巻
を
想
定
し
た
下
絵
五
巻
分
に
は
、
本

画
と
は
異
な
る
場
面
の
採
録
を
検
討
し
た
形

跡
、
モ
チ
ー
フ
や
人
物
、
景
観
表
現
の
異
同
を

見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
澤
脱
走
の

巻
で
は
人
物
の
姿
態
描
写
に
対
し
て
、
宮
内
省

側
か
ら
有
美
に
指
示
さ
れ
た
具
体
的
な
修
正
内

容
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
本
稿
で
は
下

絵
の
紹
介
と
分
析
を
と
お
し
て
、
本
画
の
成
立

過
程
の
一
端
を
考
察
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

《
三
條
内
府
公
事
蹟
画
巻
御
下
絵
》
概
要

　
ま
ず
、
下
絵
六
巻
（
図
1
）
の
基
本
的
な
情
報
を
以
下
に
ま
と
め
る
。
な
お
、
各
巻
の
寸
法
に

つ
い
て
は
、
別
表
に
示
し
た
と
お
り
で
あ
る
。

①
二
月
八
日
公
梨
木
町
ノ
第
ニ
生
ル
ゝ
之
図
（
カ
ラ
ー
口
絵
4
）

②
公
年
七
歳
始
テ
句
読
ヲ
後
藤
一
郎
ニ
受
ク
ル
之
図
（
カ
ラ
ー
口
絵
5
）

③
文
武
諸
芸
ヲ
修
習
ス
ル
之
図
（
カ
ラ
ー
口
絵
6
）

④
文
武
諸
芸
ヲ
修
習
ス
ル
之
図
（
カ
ラ
ー
口
絵
7
）

⑤
御
学
問
所
ニ
於
テ
樊
噲
伝
会
読
之
図
（
カ
ラ
ー
口
絵
8
）

⑥
三
田
尻
旅
館
ニ
於
テ
但
馬
ノ
一
挙
公
同
意
セ
ス
沢
宣
嘉
独
脱
走
ノ
図
（
カ
ラ
ー
口
絵
9
）

　
下
絵
六
巻
は
菊
御
紋
裂
貼
り
紙
平
箱
に
納
め
ら
れ
て
い
る
。
す
べ
て
の
巻
に
外
題
と
「
田
中
有

美
」
の
款
記
が
墨
書
さ
れ
、
⑤
と
⑥
以
外
に
は
朱
文
長
方
印
「
有
美
」
を
捺
す
。
紙
は
楮
紙
で
、

①
と
⑤
の
み
紙
継
が
あ
る
。
い
ず
れ
も
簡
易
な
紙
表
装
で
仕
立
て
ら
れ
、
一
部
虫
損
を
伴
う
も
の

も
あ
る
が
、
裏
打
ち
に
よ
る
補
修
が
な
さ
れ
て
い
る
。
モ
チ
ー
フ
は
い
ず
れ
も
淡
墨
（
ま
た
は
焼

筆
）
で
あ
た
り
を
付
け
、
そ
の
上
か
ら
濃
墨
の
筆
線
で
人
物
の
表
情
や
身
振
り
を
か
た
ど
り
、
さ

ら
に
建
物
や
樹
木
、
霞
な
ど
の
添
景
も
画
面
内
で
検
討
し
な
が
ら
位
置
を
定
め
た
こ
と
が
わ
か

る
。
本
画
で
は
変
幻
自
在
に
画
面
内
を
横
断
し
、
画
中
の
人
物
と
情
景
を
巧
み
に
演
出
す
る
雲

が
、
下
絵
で
は
す
や
り
霞
と
し
て
引
か
れ
て
い
る
。

　
現
状
か
ら
判
断
で
き
る
の
は
、
こ
れ
ら
の
下
絵
が
本
画
に
着
手
す
る
以
前
に
宮
内
省
に
提
出
さ

れ
た
伺
下
絵
と
い
う
可
能
性
で
あ
る
。
参
考
と
し
て
宮
内
庁
宮
内
公
文
書
館
所
蔵
『
明
治
二
十
八

年
　
御
用
度
録
』（
識
別
番
号
：
六
九
三
五
五
）
の
記
載
に
注
目
し
て
み
た
い
。
同
文
書
の
「
書
籍

図
画
類
之
部
」
に
は
、「
故
三
條
内
大
臣
絵
巻
物
本
図
絵
画
」
計
四
十
五
枚
の
代
金
一
四
八
五
円
の

支
出
に
係
る
記
載
が
あ
り
、
本
画
一
枚
に
つ
き
三
十
三
円
で
購
入
し
て
い
る
。
い
っ
ぽ
う
伺
下
絵

の
記
載
も
あ
り
、「
故
三
條
内
大
臣
絵
巻
物
下
図
絵
画
」
計
十
五
枚
の
代
金
三
四
五
円
を
支
払
っ
て

い
る
。
伺
下
絵
一
枚
に
つ
き
二
十
三
円
と
な
り
、
本
画
よ
り
も
十
円
安
い
計
算
と
な
る
。
本
稿
で

紹
介
す
る
下
絵
も
お
そ
ら
く
同
程
度
の
金
額
が
支
払
わ
れ
た
で
あ
ろ
う
。『
明
治
二
十
八
年
　
御
用

作
品
紹
介

│
新
出
の
田
中
有
美
《
三
條
内
府
公
事
蹟
画
巻
御
下
絵
》
に
つ
い
て

田 

中  

純
一
朗

図1　巻姿
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紳
装
束
等
の
事
は
当
時
の
有
職
者
に
就
き
誤
謬
な
き
を
期
し
、
随
分
画
工
自
ら
も
骨
を
折
り

約
二
ヶ
年
に
し
て
漸
く
落
成
し
、（
中
略
）
尤
も
余
の
引
受
け
た
る
時
は
、
巌
谷
の
取
調
べ
た

る
内
に
公
の
幼
時
に
於
る
事
歴
四
、五
巻
の
草
案
あ
り
。
之
に
少
し
く
潤
飾
を
加
へ
て
用
ゐ
た

る
の
み
。
其
余
の
五
十
余
巻
は
皆
予
の
摘
録
指
揮
に
係
る
。

　
尾
崎
の
証
言
に
よ
れ
ば
、
当
初
の
責
任
者
は
実
美
と
も
交
流
の
あ
っ
た
書
家
で
官
僚
の
巖
谷
修

（
一
六
　
一
八
三
四
〜
一
九
〇
五
）
で
あ
っ
た
が
、
進
捗
状
況
が
芳
し
か
ら
ず
、
宮
内
大
臣
・
土
方

久
元
（
一
八
三
三
〜
一
九
一
八
）
と
協
議
の
う
え
で
尾
崎
に
交
代
し
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
旧
土

佐
藩
士
の
土
方
も
、
幕
末
に
実
美
と
行
動
を
共
に
し
、「
七
卿
落
ち
」
に
も
同
行
す
る
な
ど
親
密
な

間
柄
で
あ
っ
た
。
土
方
と
尾
崎
の
両
名
に
し
て
み
れ
ば
、
実
美
顕
彰
事
業
の
要
と
な
る
絵
巻
事
業

の
遅
滞
は
、
き
わ
め
て
憂
慮
す
べ
き
事
態
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
編
輯
責
任
者
と
な
っ
た
尾

崎
は
、
本
画
に
採
録
す
べ
き
場
面
を
有
美
に
指
定
し
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
有
美
か
ら
提
出
さ
れ
た

複
数
の
伺
下
絵
を
検
討
、
取
捨
選
択
す
る
と
い
う
作
業
に
あ
た
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
過
程

で
実
美
を
明
治
維
新
の
功
労
者
と
し
て
位
置
付
け
る
の
に
ふ
さ
わ
し
い
事
蹟
が
選
ば
れ
た
の
で
あ

る
。
尾
崎
と
有
美
の
両
名
は
生
前
の
実
美
と
近
し
い
間
柄
に
あ
り
、
一
連
の
制
作
過
程
で
腹
蔵
な

く
意
見
が
交
わ
さ
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
な
お
尾
崎
の
日
記
に
も
（
註
9
）、
絵
巻
事
業
に
関
し
て
注
目
す
べ
き
記
述
が
散
見
さ
れ
る
。

田
中
有
美
先
公
絵
巻
物
ノ
下
絵
ヲ
持
参
ス
。 

（
明
治
二
十
六
年
四
月
二
十
六
日
条
）

土
方
子
ヘ
書
面
ヲ
遣
シ
条
公
絵
巻
物
目
録
草
案
ヲ
送
リ
、
猶
検
閲
ノ
上
意
見
ヲ
聞
カ
ン
事
ヲ

請
フ
。 

（
明
治
二
十
六
年
七
月
六
日
条
）

土
方
子
ヲ
訪
。
条
公
巻
物
ノ
事
ニ
付
相
談
ヲ
為
ス
。
宮
内
大
臣
官
房
ニ
テ
、
条
公
絵
巻
物
ノ

事
従
前
田
中
有
美
ニ
嘱
シ
ア
ル
所
捗
ラ
ザ
ル
ニ
付
、
久
保
田
米
僊
ニ
分
任
サ
セ
、
一
ヶ
月
一

枚
ヅ
ゝ
金
弐
拾
円
ヅ
ゝ
遣
ス
事
ニ
協
議
決
定
ス
。 

（
明
治
二
十
七
年
三
月
十
九
日
条
）

　
さ
き
の
回
想
に
従
え
ば
、
尾
崎
の
関
与
は
明
治
三
十
三
年
頃
か
ら
と
な
る
が
、
日
記
で
は
明
治

二
十
六
年
時
点
で
す
で
に
尾
崎
が
絵
巻
事
業
に
関
わ
っ
て
い
る
。
ま
た
、
伺
下
絵
の
一
部
が
で
き

て
お
り
、
絵
巻
を
め
ぐ
っ
て
尾
崎
が
頻
繁
に
土
方
を
訪
問
し
て
い
る
こ
と
、
翌
年
三
月
に
は
制
作

の
遅
れ
を
打
開
す
る
た
め
、
久
保
田
米
僊
（
一
八
五
二
〜
一
九
〇
六
）
に
も
分
担
制
作
さ
せ
た
こ

と
が
わ
か
る
。
日
記
に
「
一
ヶ
月
一
枚
ヅ
ゝ
金
弐
拾
円
」
を
支
払
っ
た
と
あ
る
か
ら
、
こ
れ
は
『
明

治
二
十
八
年
　
御
用
度
録
』
の
記
載
と
照
ら
し
合
わ
せ
る
と
、
本
画
で
は
な
く
伺
下
絵
を
指
す
と

み
ら
れ
る
。

　
と
こ
ろ
で
尾
崎
の
日
記
と
『
明
治
二
十
八
年
　
御
用
度
録
』
に
名
前
の
挙
が
っ
た
米
僊
は
、
絵

巻
事
業
の
な
か
で
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
宮
内
省
の
依
頼
に
よ
る
絵
巻
群

の
制
作
現
場
で
、
有
美
が
主
導
的
な
立
場
に
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
え
な
い
が
、
そ
れ
を
補
助
す
る

役
割
を
担
っ
た
者
が
少
な
か
ら
ず
周
辺
に
存
在
し
た
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、
本
画
に
施
さ
れ
た
華

麗
な
装
飾
か
ら
は
、
息
子
で
あ
る
親
美
の
関
与
を
想
像
さ
せ
る
（
註
10
）。
現
時
点
で
は
有
美
の
制

作
環
境
を
詳
ら
か
に
す
る
資
料
は
見
出
し
え
ず
、
推
測
の
域
に
留
ま
る
と
い
う
憾
み
は
あ
る
が
、

『
明
治
二
十
八
年
　
御
用
度
録
』
に
は
「
故
三
條
内
大
臣
絵
巻
物
」
の
下
図
絵
画
・
本
図
絵
画
の

納
人
名
と
し
て
有
美
の
ほ
か
米
僊
の
名
も
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
れ
ば
、
米
僊
の
絵
巻

事
業
へ
の
参
入
は
確
実
で
あ
る
。
米
僊
は
京
都
画
壇
で
活
躍
し
た
画
家
だ
が
、
明
治
二
十
三
年

（
一
八
九
〇
）
に
徳
富
蘇
峰
（
一
八
六
三
〜
一
九
五
七
）
の
國
民
新
聞
社
に
入
社
し
、
東
京
に
制
作

の
拠
点
を
移
し
て
い
る
。
地
理
的
に
有
美
と
の
共
同
制
作
は
可
能
で
あ
っ
た
が
、
米
僊
は
明
治

二
十
七
年
六
月
、
朝
鮮
に
向
け
て
出
国
し
て
お
り
、
七
月
に
勃
発
し
た
日
清
戦
争
に
従
軍
し
て
戦

場
の
ス
ケ
ッ
チ
な
ど
に
よ
る
現
地
報
道
に
携
わ
っ
て
い
る
（
註
11
）。
そ
の
た
め
絵
巻
事
業
へ
の
米
僊

の
関
与
が
本
格
化
す
る
の
は
、
帰
国
後
の
明
治
二
十
八
年
（
一
八
九
五
）
以
降
の
こ
と
で
あ
ろ

う
。
そ
の
こ
と
は
、
本
稿
の
末
尾
に
翻
刻
掲
載
し
た
『
明
治
二
十
八
年
　
御
用
度
録
』
の
収
録
文

書
か
ら
も
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
絵
巻
事
業
に
お
け
る
米
僊
の
総
体
的
な

関
与
の
度
合
と
期
間
に
つ
い
て
は
確
定
し
が
た
く
、
ま
た
具
体
的
に
ど
の
巻
を
担
当
し
た
か
、
現

状
で
は
こ
れ
以
上
の
手
が
か
り
を
見
出
し
え
な
い
（
註
12
）。

《
三
條
内
府
公
事
蹟
画
巻
御
下
絵
》
と
《
三
條
実
美
公
事
蹟
絵
巻
》
の
場
面
比
較

　
①
は
本
画
第
一
巻
第
一
段
、
②
は
同
第
三
段
に
一
致
す
る
。
③
と
④
は
本
画
に
相
当
す
る
場
面

が
な
い
も
の
の
、
時
系
列
で
は
本
画
第
一
巻
第
三
段
か
ら
第
四
段
の
中
間
に
挿
ま
れ
る
。
同
様
に

⑤
も
本
画
に
相
当
す
る
場
面
が
な
い
が
、『
三
條
実
美
公
年
譜
』
巻
一
（
宮
内
省
、
一
九
〇
一
年
）

に
し
た
が
え
ば
、
こ
れ
は
安
政
四
年
（
一
八
五
七
）
九
月
十
八
日
の
出
来
事
で
あ
り
、
本
画
で
は

第
二
巻
第
二
段
か
ら
第
三
段
の
間
に
置
か
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
⑥
は
本
画
第
十
巻
第
二
段
に

一
致
す
る
。
③
〜
⑤
は
伺
下
絵
の
段
階
で
本
画
の
構
想
か
ら
外
さ
れ
た
わ
け
だ
が
、
実
美
が
幼
少

期
よ
り
文
武
両
道
を
修
め
た
模
範
的
な
人
物
で
あ
っ
た
と
す
る
イ
メ
ー
ジ
形
成
の
た
め
に
、
適
切

な
場
面
を
模
索
し
て
い
た
こ
と
を
証
し
て
い
る
。

　
と
く
に
③
と
④
は
典
籍
の
素
読
と
弓
術
の
鍛
錬
を
描
い
た
同
じ
場
面
だ
が
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る

構
図
を
検
討
し
て
お
り
、
有
美
の
試
行
錯
誤
が
う
か
が
わ
れ
る
。
な
お
尾
崎
の
証
言
に
よ
れ
ば
、
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番号 外題 落款印章 本紙縦 本紙横 総寸縦 総寸横 見返し横 軸付紙横 本画該当場面

① 三條内府公事績画巻御下繪　二月八日公梨木
町ノ第ニ生ルゝ之圖

墨書「田中有美」
朱文長方印「有美」 45. 1 184. 0 47. 0 271. 5 31. 0 56. 5 第 1 巻第 1段（本紙：縦33. 0 ×横172. 0 ）

② 三條内府公事績画巻御下繪　公年七歳始テ句
讀ヲ後藤一郎ニ受クル之圖　朱字「第三」

墨書「田中有美」
朱文長方印「有美」 45. 6 84. 8 47. 1 151. 2 31. 6 34. 8 第 1 巻第 3段（本紙：縦33. 0 ×横106. 7 ）

③ 三條内府公事蹟画巻御下繪　文武諸藝ヲ修習
スル之圖　朱字「第四」

墨書「田中有美」
朱文長方印「有美」 45. 1 130. 5 47. 2 197. 5 32. 0 35. 0 該当なし

（第 1巻第 3〜 4段中間に相当）

④ 三條内府公事績画巻御下繪　文武諸藝ヲ修習
スル之圖

墨書「田中有美」
朱文長方印「有美」 45. 2 115. 1 47. 0 182. 6 31. 3 36. 2 該当なし

（第 1巻第 3〜 4段中間に相当）

⑤ 三條内府公事績画巻御下繪　御學問所ニ於テ
樊噲傳會讀之圖　朱字「旧」 墨書「田中有美」 45. 0 190. 5 47. 1 254. 7 31. 7 32. 5 該当なし

（第 2巻第 2〜 3段中間に相当）

⑥
三條内府公事績画巻御下繪　三田尻旅館ニ於
テ但馬ノ一擧公同意セス沢宣嘉獨脱走ノ圖」
「新未■■■不用　第二十五」

墨書「田中有美」 45. 3 113. 5 47. 3 178. 7 32. 2 33. 0 第10巻第 2段（本紙：縦33. 0 ×横132. 0 ）

※総寸縦は、軸端まで含む長さ。■は判読不能。

表　田中有美《三條内府公事蹟画巻御下絵》寸法一覧� （単位：cm）

図3　田中有美《三條実美公事蹟絵巻》第1巻第1段、1901年、当館所蔵

図4　田中有美《三條実美公事蹟絵巻》第1巻第3段、1901年、当館所蔵
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紳
装
束
等
の
事
は
当
時
の
有
職
者
に
就
き
誤
謬
な
き
を
期
し
、
随
分
画
工
自
ら
も
骨
を
折
り

約
二
ヶ
年
に
し
て
漸
く
落
成
し
、（
中
略
）
尤
も
余
の
引
受
け
た
る
時
は
、
巌
谷
の
取
調
べ
た

る
内
に
公
の
幼
時
に
於
る
事
歴
四
、五
巻
の
草
案
あ
り
。
之
に
少
し
く
潤
飾
を
加
へ
て
用
ゐ
た

る
の
み
。
其
余
の
五
十
余
巻
は
皆
予
の
摘
録
指
揮
に
係
る
。

　
尾
崎
の
証
言
に
よ
れ
ば
、
当
初
の
責
任
者
は
実
美
と
も
交
流
の
あ
っ
た
書
家
で
官
僚
の
巖
谷
修

（
一
六
　
一
八
三
四
〜
一
九
〇
五
）
で
あ
っ
た
が
、
進
捗
状
況
が
芳
し
か
ら
ず
、
宮
内
大
臣
・
土
方

久
元
（
一
八
三
三
〜
一
九
一
八
）
と
協
議
の
う
え
で
尾
崎
に
交
代
し
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
旧
土

佐
藩
士
の
土
方
も
、
幕
末
に
実
美
と
行
動
を
共
に
し
、「
七
卿
落
ち
」
に
も
同
行
す
る
な
ど
親
密
な

間
柄
で
あ
っ
た
。
土
方
と
尾
崎
の
両
名
に
し
て
み
れ
ば
、
実
美
顕
彰
事
業
の
要
と
な
る
絵
巻
事
業

の
遅
滞
は
、
き
わ
め
て
憂
慮
す
べ
き
事
態
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
編
輯
責
任
者
と
な
っ
た
尾

崎
は
、
本
画
に
採
録
す
べ
き
場
面
を
有
美
に
指
定
し
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
有
美
か
ら
提
出
さ
れ
た

複
数
の
伺
下
絵
を
検
討
、
取
捨
選
択
す
る
と
い
う
作
業
に
あ
た
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
過
程

で
実
美
を
明
治
維
新
の
功
労
者
と
し
て
位
置
付
け
る
の
に
ふ
さ
わ
し
い
事
蹟
が
選
ば
れ
た
の
で
あ

る
。
尾
崎
と
有
美
の
両
名
は
生
前
の
実
美
と
近
し
い
間
柄
に
あ
り
、
一
連
の
制
作
過
程
で
腹
蔵
な

く
意
見
が
交
わ
さ
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
な
お
尾
崎
の
日
記
に
も
（
註
9
）、
絵
巻
事
業
に
関
し
て
注
目
す
べ
き
記
述
が
散
見
さ
れ
る
。

田
中
有
美
先
公
絵
巻
物
ノ
下
絵
ヲ
持
参
ス
。 

（
明
治
二
十
六
年
四
月
二
十
六
日
条
）

土
方
子
ヘ
書
面
ヲ
遣
シ
条
公
絵
巻
物
目
録
草
案
ヲ
送
リ
、
猶
検
閲
ノ
上
意
見
ヲ
聞
カ
ン
事
ヲ

請
フ
。 

（
明
治
二
十
六
年
七
月
六
日
条
）

土
方
子
ヲ
訪
。
条
公
巻
物
ノ
事
ニ
付
相
談
ヲ
為
ス
。
宮
内
大
臣
官
房
ニ
テ
、
条
公
絵
巻
物
ノ

事
従
前
田
中
有
美
ニ
嘱
シ
ア
ル
所
捗
ラ
ザ
ル
ニ
付
、
久
保
田
米
僊
ニ
分
任
サ
セ
、
一
ヶ
月
一

枚
ヅ
ゝ
金
弐
拾
円
ヅ
ゝ
遣
ス
事
ニ
協
議
決
定
ス
。 

（
明
治
二
十
七
年
三
月
十
九
日
条
）

　
さ
き
の
回
想
に
従
え
ば
、
尾
崎
の
関
与
は
明
治
三
十
三
年
頃
か
ら
と
な
る
が
、
日
記
で
は
明
治

二
十
六
年
時
点
で
す
で
に
尾
崎
が
絵
巻
事
業
に
関
わ
っ
て
い
る
。
ま
た
、
伺
下
絵
の
一
部
が
で
き

て
お
り
、
絵
巻
を
め
ぐ
っ
て
尾
崎
が
頻
繁
に
土
方
を
訪
問
し
て
い
る
こ
と
、
翌
年
三
月
に
は
制
作

の
遅
れ
を
打
開
す
る
た
め
、
久
保
田
米
僊
（
一
八
五
二
〜
一
九
〇
六
）
に
も
分
担
制
作
さ
せ
た
こ

と
が
わ
か
る
。
日
記
に
「
一
ヶ
月
一
枚
ヅ
ゝ
金
弐
拾
円
」
を
支
払
っ
た
と
あ
る
か
ら
、
こ
れ
は
『
明

治
二
十
八
年
　
御
用
度
録
』
の
記
載
と
照
ら
し
合
わ
せ
る
と
、
本
画
で
は
な
く
伺
下
絵
を
指
す
と

み
ら
れ
る
。

　
と
こ
ろ
で
尾
崎
の
日
記
と
『
明
治
二
十
八
年
　
御
用
度
録
』
に
名
前
の
挙
が
っ
た
米
僊
は
、
絵

巻
事
業
の
な
か
で
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
宮
内
省
の
依
頼
に
よ
る
絵
巻
群

の
制
作
現
場
で
、
有
美
が
主
導
的
な
立
場
に
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
え
な
い
が
、
そ
れ
を
補
助
す
る

役
割
を
担
っ
た
者
が
少
な
か
ら
ず
周
辺
に
存
在
し
た
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、
本
画
に
施
さ
れ
た
華

麗
な
装
飾
か
ら
は
、
息
子
で
あ
る
親
美
の
関
与
を
想
像
さ
せ
る
（
註
10
）。
現
時
点
で
は
有
美
の
制

作
環
境
を
詳
ら
か
に
す
る
資
料
は
見
出
し
え
ず
、
推
測
の
域
に
留
ま
る
と
い
う
憾
み
は
あ
る
が
、

『
明
治
二
十
八
年
　
御
用
度
録
』
に
は
「
故
三
條
内
大
臣
絵
巻
物
」
の
下
図
絵
画
・
本
図
絵
画
の

納
人
名
と
し
て
有
美
の
ほ
か
米
僊
の
名
も
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
れ
ば
、
米
僊
の
絵
巻

事
業
へ
の
参
入
は
確
実
で
あ
る
。
米
僊
は
京
都
画
壇
で
活
躍
し
た
画
家
だ
が
、
明
治
二
十
三
年

（
一
八
九
〇
）
に
徳
富
蘇
峰
（
一
八
六
三
〜
一
九
五
七
）
の
國
民
新
聞
社
に
入
社
し
、
東
京
に
制
作

の
拠
点
を
移
し
て
い
る
。
地
理
的
に
有
美
と
の
共
同
制
作
は
可
能
で
あ
っ
た
が
、
米
僊
は
明
治

二
十
七
年
六
月
、
朝
鮮
に
向
け
て
出
国
し
て
お
り
、
七
月
に
勃
発
し
た
日
清
戦
争
に
従
軍
し
て
戦

場
の
ス
ケ
ッ
チ
な
ど
に
よ
る
現
地
報
道
に
携
わ
っ
て
い
る
（
註
11
）。
そ
の
た
め
絵
巻
事
業
へ
の
米
僊

の
関
与
が
本
格
化
す
る
の
は
、
帰
国
後
の
明
治
二
十
八
年
（
一
八
九
五
）
以
降
の
こ
と
で
あ
ろ

う
。
そ
の
こ
と
は
、
本
稿
の
末
尾
に
翻
刻
掲
載
し
た
『
明
治
二
十
八
年
　
御
用
度
録
』
の
収
録
文

書
か
ら
も
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
絵
巻
事
業
に
お
け
る
米
僊
の
総
体
的
な

関
与
の
度
合
と
期
間
に
つ
い
て
は
確
定
し
が
た
く
、
ま
た
具
体
的
に
ど
の
巻
を
担
当
し
た
か
、
現

状
で
は
こ
れ
以
上
の
手
が
か
り
を
見
出
し
え
な
い
（
註
12
）。

《
三
條
内
府
公
事
蹟
画
巻
御
下
絵
》
と
《
三
條
実
美
公
事
蹟
絵
巻
》
の
場
面
比
較

　
①
は
本
画
第
一
巻
第
一
段
、
②
は
同
第
三
段
に
一
致
す
る
。
③
と
④
は
本
画
に
相
当
す
る
場
面

が
な
い
も
の
の
、
時
系
列
で
は
本
画
第
一
巻
第
三
段
か
ら
第
四
段
の
中
間
に
挿
ま
れ
る
。
同
様
に

⑤
も
本
画
に
相
当
す
る
場
面
が
な
い
が
、『
三
條
実
美
公
年
譜
』
巻
一
（
宮
内
省
、
一
九
〇
一
年
）

に
し
た
が
え
ば
、
こ
れ
は
安
政
四
年
（
一
八
五
七
）
九
月
十
八
日
の
出
来
事
で
あ
り
、
本
画
で
は

第
二
巻
第
二
段
か
ら
第
三
段
の
間
に
置
か
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
⑥
は
本
画
第
十
巻
第
二
段
に

一
致
す
る
。
③
〜
⑤
は
伺
下
絵
の
段
階
で
本
画
の
構
想
か
ら
外
さ
れ
た
わ
け
だ
が
、
実
美
が
幼
少

期
よ
り
文
武
両
道
を
修
め
た
模
範
的
な
人
物
で
あ
っ
た
と
す
る
イ
メ
ー
ジ
形
成
の
た
め
に
、
適
切

な
場
面
を
模
索
し
て
い
た
こ
と
を
証
し
て
い
る
。

　
と
く
に
③
と
④
は
典
籍
の
素
読
と
弓
術
の
鍛
錬
を
描
い
た
同
じ
場
面
だ
が
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る

構
図
を
検
討
し
て
お
り
、
有
美
の
試
行
錯
誤
が
う
か
が
わ
れ
る
。
な
お
尾
崎
の
証
言
に
よ
れ
ば
、
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番号 外題 落款印章 本紙縦 本紙横 総寸縦 総寸横 見返し横 軸付紙横 本画該当場面

① 三條内府公事績画巻御下繪　二月八日公梨木
町ノ第ニ生ルゝ之圖

墨書「田中有美」
朱文長方印「有美」 45. 1 184. 0 47. 0 271. 5 31. 0 56. 5 第 1 巻第 1段（本紙：縦33. 0 ×横172. 0 ）

② 三條内府公事績画巻御下繪　公年七歳始テ句
讀ヲ後藤一郎ニ受クル之圖　朱字「第三」

墨書「田中有美」
朱文長方印「有美」 45. 6 84. 8 47. 1 151. 2 31. 6 34. 8 第 1 巻第 3段（本紙：縦33. 0 ×横106. 7 ）

③ 三條内府公事蹟画巻御下繪　文武諸藝ヲ修習
スル之圖　朱字「第四」

墨書「田中有美」
朱文長方印「有美」 45. 1 130. 5 47. 2 197. 5 32. 0 35. 0 該当なし

（第 1巻第 3〜 4段中間に相当）

④ 三條内府公事績画巻御下繪　文武諸藝ヲ修習
スル之圖

墨書「田中有美」
朱文長方印「有美」 45. 2 115. 1 47. 0 182. 6 31. 3 36. 2 該当なし

（第 1巻第 3〜 4段中間に相当）

⑤ 三條内府公事績画巻御下繪　御學問所ニ於テ
樊噲傳會讀之圖　朱字「旧」 墨書「田中有美」 45. 0 190. 5 47. 1 254. 7 31. 7 32. 5 該当なし

（第 2巻第 2〜 3段中間に相当）

⑥
三條内府公事績画巻御下繪　三田尻旅館ニ於
テ但馬ノ一擧公同意セス沢宣嘉獨脱走ノ圖」
「新未■■■不用　第二十五」

墨書「田中有美」 45. 3 113. 5 47. 3 178. 7 32. 2 33. 0 第10巻第 2段（本紙：縦33. 0 ×横132. 0 ）

※総寸縦は、軸端まで含む長さ。■は判読不能。

表　田中有美《三條内府公事蹟画巻御下絵》寸法一覧� （単位：cm）

図3　田中有美《三條実美公事蹟絵巻》第1巻第1段、1901年、当館所蔵

図4　田中有美《三條実美公事蹟絵巻》第1巻第3段、1901年、当館所蔵
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宮
廷
費
文
房
具
書
籍
ノ
部
』（
識
別
番
号
：
六
九
三
八
九
）
に
は
、
有
美
か
ら
の
見
積
書
が
綴
じ
ら

れ
て
お
り
、「
但
故
正
一
位
三
條
実
美
公
事
蹟
絵
巻
物
第
廿
四
巻
中
極
彩
色
画
書
直
シ
代
金
及
絹
地

表
装
共
」
と
し
て
四
十
六
円
が
請
求
さ
れ
て
い
る
。
本
画
が
完
成
し
、
提
出
し
た
後
の
描
き
直
し

は
尾
崎
の
判
断
に
よ
る
も
の
で
（
註
13
）、
本
画
第
二
十
四
巻
の
「
極
彩
色
画
」
と
は
病
床
に
あ
る

実
美
を
見
舞
う
た
め
、
明
治
天
皇
が
三
條
邸
に
行
幸
さ
れ
た
最
後
段
を
指
す
と
み
ら
れ
る
。
こ
こ

で
は
琳
派
風
の
扇
面
散
屏
風
を
は
じ
め
と
す
る
画
中
画
や
、
文
様
を
細
緻
に
描
き
こ
ん
だ
豪
奢
な

絨
毯
な
ど
、
華
麗
な
彩
色
に
よ
る
室
内
描
写
が
眼
を
ひ
く
。
ま
た
全
巻
を
通
じ
て
初
め
て
明
治
天

皇
の
御
顔
が
描
か
れ
て
お
り
、
他
の
段
よ
り
も
表
現
の
う
え
で
慎
重
を
要
し
た
た
め
、
有
美
に

「
書
直
シ
」
が
命
じ
ら
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
⑤
も
孝
明
天
皇
の
御
姿
と
い
う
敏
感
な
主
題

を
扱
う
ゆ
え
に
、
本
画
へ
の
採
録
を
躊
躇
す
る
意
図
が
働
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
（
註
14
）。

⑥
三
田
尻
旅
館
ニ
於
テ
但
馬
ノ
一
挙
公
同
意
セ
ス
沢
宣
嘉
独
脱
走
ノ
図

　
⑥
で
は
澤
宣
嘉
の
脱
走
に
驚
き
慌
て
る
周
囲
の
人
び
と
を
描
い
て
い
る
。
澤
は
実
美
と
と
も
に

尊
攘
派
公
家
と
し
て
活
躍
し
、
文
久
三
年
（
一
八
六
三
）
八
月
十
八
日
の
政
変
で
京
都
を
追
わ
れ

た
、
い
わ
ゆ
る
「
七
卿
落
ち
」
の
一
人
で
あ
る
。
実
美
ら
と
長
州
に
落
ち
延
び
た
澤
は
、
一
時
実

美
と
袂
を
分
か
ち
、
平
野
国
臣
（
一
八
二
八
〜
六
四
）
ら
と
合
流
し
て
但
馬
国
生
野
で
挙
兵
し
た

（
生
野
の
変
）。
本
画
（
図
5
）
は
、
澤
が
夜
陰
に
ま
ぎ
れ
て
滞
在
先
で
あ
る
三
田
尻
の
招
賢
閣
を

脱
走
す
る
場
面
で
あ
り
、
詞
書
に
よ
れ
ば
異
変
に
気
付
い
た
従
者
や
同
志
た
ち
が
「
此
の
室
彼
の

室
と
検
す
る
に
澤
宣
嘉
あ
ら
す
灯
檠
を
蓐
上
に
よ
こ
た
へ
衾
を
そ
の
上
に
被
ひ
人
の
寝
た
る
状
の

如
く
し
枕
頭
に
書
一
通
を
遺
し
た
り
」
と
い
う
あ
り
さ
ま
で
あ
っ
た
と
い
う
。
下
絵
の
ほ
う
を
見

る
と
、
寝
乱
れ
た
夜
着
の
人
び
と
が
澤
の
脱
走
を
知
っ
て
驚
き
慌
て
る
さ
ま
が
い
く
ぶ
ん
滑
稽

に
、
仰
々
し
く
描
か
れ
て
い
る
。

　
注
目
す
べ
き
は
下
絵
に
貼
ら
れ
た
紙
片
で
あ
る
。
紙
片
に
は
墨
書
で
「
驚
駭
之
形
様
餘
リ
滑
稽

過
ギ
テ
悪
シ
今
少
シ
ク
穏
当
之
形
式
ニ
改
メ
ル
ベ
シ
」
と
あ
り
、
尾
崎
か
ら
と
思
わ
れ
る
有
美
へ

の
具
体
的
な
修
正
の
指
示
内
容
が
わ
か
る
。
下
絵
に
見
ら
れ
る
、
胸
元
を
は
だ
け
て
大
げ
さ
に
驚

く
人
び
と
の
滑
稽
な
姿
は
、
本
画
で
は
整
っ
た
形
に
改
め
ら
れ
て
お
り
、
な
か
に
は
袴
を
は
い
た

者
ま
で
描
か
れ
て
い
る
。
下
絵
に
対
す
る
指
摘
を
受
け
て
、
人
物
の
身
な
り
や
感
情
表
現
が
抑
制

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
な
お
本
画
で
は
、
画
面
左
端
に
宿
所
か
ら
飛
び
降
り
て
脱
走
す
る
澤
が

描
か
れ
て
い
る
が
、
下
絵
で
は
澤
の
姿
は
描
か
れ
て
お
ら
ず
、
澤
が
脱
走
す
る
様
子
を
描
い
た
別

の
下
絵
が
存
在
し
た
こ
と
を
想
像
さ
せ
る
。

図5　田中有美《三條実美公事蹟絵巻》第10巻第2段、
1901年、当館所蔵
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尾
崎
が
編
輯
責
任
者
と
な
る
以
前
、
す
で
に
巖
谷
が
選
定
し
て
い
た
「
公
の
幼
時
に
於
る
事
歴

四
、五
巻
の
草
案
」
が
存
在
し
た
と
さ
れ
、
本
画
の
第
一
、二
巻
に
相
当
す
る
①
〜
⑤
は
、
巖
谷
の

在
任
中
で
あ
る
明
治
二
十
六
、二
十
七
年
頃
に
制
作
さ
れ
た
と
い
う
推
論
も
成
り
立
つ
。
ま
た
③
と

④
が
除
外
さ
れ
た
の
も
、
こ
れ
が
巖
谷
の
草
案
に
基
づ
く
伺
下
絵
で
あ
り
、
尾
崎
の
絵
巻
構
想
と

は
相
容
れ
ぬ
要
素
を
含
ん
で
い
た
た
め
に
除
外
さ
れ
た
可
能
性
も
あ
る
だ
ろ
う
。

　
さ
て
下
絵
①
・
②
・
⑥
は
、
本
画
と
比
較
す
れ
ば
建
物
の
構
造
や
人
物
の
配
置
な
ど
細
部
に
異

同
を
生
じ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
が
、
基
本
的
に
本
画
と
直
結
す
る
も
の
で
あ
る
。
全
体
に
下
絵

と
本
画
の
間
に
画
風
の
著
し
い
振
幅
は
な
く
、
別
表
に
ま
と
め
た
よ
う
に
寸
法
も
一
〇
〜
二
〇
㎝

程
度
の
差
し
か
な
い
こ
と
か
ら
、
本
画
と
さ
ほ
ど
隔
た
ら
な
い
時
期
に
制
作
さ
れ
た
も
の
と
考
え

ら
れ
る
。
次
に
下
絵
の
各
場
面
を
見
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。

①
二
月
八
日
公
梨
木
町
ノ
第
ニ
生
ル
ゝ
之
図

　
①
は
実
美
誕
生
の
場
景
で
あ
る
。
本
画
の
詞
書
で
は
、
三
條
家
の
由
緒
が
語
ら
れ
、
幕
末
の
動

乱
期
に
実
美
が
生
を
受
け
た
こ
と
を
国
家
の
吉
兆
と
し
て
述
べ
て
い
る
。

　
本
画
（
図
3
）
と
下
絵
の
相
違
点
と
し
て
、
以
下
の
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ま
ず
梨
木
町
の
三

條
邸
を
舞
台
と
す
る
が
、
門
前
の
通
行
人
の
数
や
歩
く
方
向
、
衣
装
な
ど
が
異
な
る
。
次
に
、
本

画
で
は
実
美
誕
生
に
合
わ
せ
て
父
の
実
万
が
供
を
連
れ
て
邸
に
戻
る
姿
が
描
か
れ
て
い
る
が
、
下

絵
で
は
実
万
が
不
在
で
あ
る
。
そ
し
て
、
本
画
で
は
邸
内
を
吹
抜
屋
台
で
捉
え
て
お
り
、
鑑
賞
者

は
室
内
の
構
造
を
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
下
絵
で
は
縁
先
に
近
い
部
屋
が
描
か
れ
る
の
み

で
、
本
画
の
よ
う
な
詳
細
な
室
内
描
写
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
ら
を
総
合
す
る
と
、
本
画
に

お
い
て
実
万
が
描
き
加
え
ら
れ
た
の
は
、
実
美
の
誕
生
と
い
う
慶
事
を
寿
ぎ
、
三
條
家
の
正
統
な

継
承
者
と
し
て
明
確
に
示
す
必
要
が
あ
っ
た
こ
と
、
ま
た
赤
子
の
実
美
が
縁
先
か
ら
室
内
へ
と
場

所
を
移
動
し
た
の
は
、
貴
人
の
誕
生
を
告
げ
る
の
に
縁
先
の
よ
う
な
場
所
が
ふ
さ
わ
し
く
な
い
と

判
断
し
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
な
お
有
美
の
絵
巻
の
特
徴
と
し
て
、
豊
富
な
画
中
画
の
描
写
が
知
ら

れ
る
。
本
画
の
こ
の
場
面
で
は
群
鶴
図
屏
風
や
秋
草
に
月
を
描
い
た
襖
絵
な
ど
が
描
か
れ
て
い
る

が
、
下
絵
に
画
中
画
は
な
く
、
質
素
な
室
内
描
写
に
留
め
ら
れ
て
い
る
。

②
公
年
七
歳
始
テ
句
読
ヲ
後
藤
一
郎
ニ
受
ク
ル
之
図

　
②
で
は
幼
少
期
の
実
美
が
侍
講
の
後
藤
一
郎
（
富
田
織
部
　
一
八
一
五
〜
六
八
）
か
ら
薫
陶
を

受
け
る
様
子
が
描
か
れ
る
。
後
藤
は
実
万
の
補
佐
役
と
し
て
将
軍
継
嗣
問
題
に
関
わ
り
、
安
政
の

大
獄
に
連
座
し
た
人
物
で
あ
る
。
ま
た
後
藤
は
、
実
美
の
兄
・
公
睦
（
一
八
二
八
〜
五
四
）
が
病

弱
で
あ
っ
た
こ
と
を
危
惧
し
、
実
美
を
嗣
子
と
す
る
よ
う
実
万
に
建
議
す
る
な
ど
、
実
美
の
有
力

な
支
持
者
で
も
あ
っ
た
。
実
美
が
早
く
か
ら
後
藤
に
師
事
し
た
姿
を
描
く
こ
と
で
、
後
年
、
尊
攘

派
公
卿
と
し
て
活
躍
し
た
実
美
の
素
養
が
幼
少
期
に
形
作
ら
れ
た
こ
と
を
解
き
明
か
し
て
い
る
。

本
画
（
図
4
）
と
下
絵
の
間
に
大
幅
な
懸
隔
は
な
く
、
お
お
む
ね
下
絵
の
構
図
が
踏
襲
さ
れ
て
い

る
。
た
だ
し
下
絵
に
お
け
る
前
景
の
松
樹
の
高
さ
や
井
戸
の
形
状
が
変
更
さ
れ
、
さ
ら
に
画
面
左

端
に
い
る
二
人
の
侍
臣
や
牧
馬
を
描
い
た
画
中
画
が
除
か
れ
る
な
ど
、
下
絵
か
ら
本
画
に
進
む
段

階
で
若
干
の
修
正
は
な
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
本
画
で
は
、
廊
下
が
屈
曲
し
て
画
面
左
奥
に
続
い
て

お
り
、
全
体
の
構
図
は
簡
素
に
な
り
な
が
ら
も
、
邸
内
の
空
間
が
拡
張
さ
れ
て
い
る
。

③
・
④
文
武
諸
芸
ヲ
修
習
ス
ル
之
図

　
③
と
④
は
本
画
に
該
当
す
る
場
面
が
存
在
し
な
い
。
も
と
よ
り
『
三
條
実
美
公
年
譜
』
巻
一
に

も
幼
少
期
の
逸
話
は
必
ず
し
も
豊
富
で
は
な
く
、
こ
こ
で
は
少
年
の
実
美
が
文
武
の
修
練
を
積

み
、
貴
人
に
ふ
さ
わ
し
い
教
養
と
胆
力
を
身
に
着
け
て
い
く
様
子
を
描
く
意
図
が
あ
っ
た
こ
と
を

読
み
取
れ
る
。
③
と
④
は
、
い
ず
れ
も
画
面
右
側
で
典
籍
の
講
読
、
左
側
で
弓
術
の
稽
古
を
し
て

い
る
様
子
を
描
く
な
ど
、
異
時
同
図
的
な
構
図
を
採
用
し
て
い
る
。
さ
ら
に
下
絵
で
は
、
そ
れ
ぞ

れ
人
物
の
配
置
や
視
点
が
異
な
り
、
③
で
は
画
面
中
央
を
横
断
す
る
霞
、
④
で
は
樹
木
を
配
す
る

こ
と
で
、
場
面
転
換
を
物
理
的
に
明
示
し
て
い
る
。

　
結
局
③
と
④
は
、
双
方
と
も
に
本
画
に
採
録
さ
れ
て
い
な
い
が
、
先
述
し
た
よ
う
に
巖
谷
の
在

任
中
に
制
作
さ
れ
た
伺
下
絵
で
あ
っ
た
た
め
に
、
尾
崎
の
判
断
で
除
外
さ
れ
た
の
か
も
し
れ
な

い
。
②
〜
④
は
い
ず
れ
も
文
武
の
修
養
と
い
う
主
題
で
あ
り
、
似
通
っ
た
場
面
が
重
複
す
る
こ
と

で
、
幼
少
期
の
事
蹟
に
関
す
る
描
写
が
冗
長
に
な
る
こ
と
を
避
け
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

⑤
御
学
問
所
ニ
於
テ
樊
噲
伝
会
読
之
図

　
⑤
も
本
画
に
該
当
す
る
場
面
は
な
い
。
た
だ
し
③
、
④
と
異
な
り
、『
三
條
実
美
公
年
譜
』
巻
一

の
安
政
四
年
九
月
十
八
日
条
「
公
御
学
問
所
ノ
御
会
ニ
参
ス
」
に
、「
是
日
公
召
ニ
応
シ
（
中
略
）

御
前
ニ
参
シ
史
記
樊
噲
伝
ヲ
講
読
ス
」
と
あ
り
、
数
え
年
二
十
一
歳
の
青
年
貴
族
と
な
っ
た
実
美

が
、
孝
明
天
皇
（
一
八
三
一
〜
六
六
）
の
御
前
で
『
史
記
』
の
樊
噲
伝
を
講
読
す
る
姿
を
描
い
て
い

る
。
下
絵
で
は
丁
寧
な
屋
台
引
き
に
よ
っ
て
御
学
問
所
の
構
造
を
捉
え
て
お
り
、
V
字
型
の
構
図

を
形
作
っ
て
い
る
。
隙
間
か
ら
は
上
段
に
孝
明
天
皇
の
御
姿
、
そ
れ
に
向
き
合
う
形
で
衣
冠
束
帯

を
纏
っ
た
実
美
の
姿
が
描
か
れ
て
い
る
が
、
天
皇
の
御
姿
は
本
画
全
巻
を
通
じ
て
描
か
れ
て
お
ら

ず
、
下
絵
の
み
に
認
め
ら
れ
る
。
最
終
的
に
こ
の
場
面
が
不
採
用
と
な
っ
た
理
由
は
不
明
だ
が
、

あ
る
い
は
孝
明
天
皇
の
御
姿
を
め
ぐ
っ
て
議
論
が
交
わ
さ
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
ひ
と
つ
事
例
を
挙
げ
て
み
よ
う
。
宮
内
庁
宮
内
公
文
書
館
所
蔵
『
明
治
三
十
五
年
　
御
用
度
録
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宮
廷
費
文
房
具
書
籍
ノ
部
』（
識
別
番
号
：
六
九
三
八
九
）
に
は
、
有
美
か
ら
の
見
積
書
が
綴
じ
ら

れ
て
お
り
、「
但
故
正
一
位
三
條
実
美
公
事
蹟
絵
巻
物
第
廿
四
巻
中
極
彩
色
画
書
直
シ
代
金
及
絹
地

表
装
共
」
と
し
て
四
十
六
円
が
請
求
さ
れ
て
い
る
。
本
画
が
完
成
し
、
提
出
し
た
後
の
描
き
直
し

は
尾
崎
の
判
断
に
よ
る
も
の
で
（
註
13
）、
本
画
第
二
十
四
巻
の
「
極
彩
色
画
」
と
は
病
床
に
あ
る

実
美
を
見
舞
う
た
め
、
明
治
天
皇
が
三
條
邸
に
行
幸
さ
れ
た
最
後
段
を
指
す
と
み
ら
れ
る
。
こ
こ

で
は
琳
派
風
の
扇
面
散
屏
風
を
は
じ
め
と
す
る
画
中
画
や
、
文
様
を
細
緻
に
描
き
こ
ん
だ
豪
奢
な

絨
毯
な
ど
、
華
麗
な
彩
色
に
よ
る
室
内
描
写
が
眼
を
ひ
く
。
ま
た
全
巻
を
通
じ
て
初
め
て
明
治
天

皇
の
御
顔
が
描
か
れ
て
お
り
、
他
の
段
よ
り
も
表
現
の
う
え
で
慎
重
を
要
し
た
た
め
、
有
美
に

「
書
直
シ
」
が
命
じ
ら
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
⑤
も
孝
明
天
皇
の
御
姿
と
い
う
敏
感
な
主
題

を
扱
う
ゆ
え
に
、
本
画
へ
の
採
録
を
躊
躇
す
る
意
図
が
働
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
（
註
14
）。

⑥
三
田
尻
旅
館
ニ
於
テ
但
馬
ノ
一
挙
公
同
意
セ
ス
沢
宣
嘉
独
脱
走
ノ
図

　
⑥
で
は
澤
宣
嘉
の
脱
走
に
驚
き
慌
て
る
周
囲
の
人
び
と
を
描
い
て
い
る
。
澤
は
実
美
と
と
も
に

尊
攘
派
公
家
と
し
て
活
躍
し
、
文
久
三
年
（
一
八
六
三
）
八
月
十
八
日
の
政
変
で
京
都
を
追
わ
れ

た
、
い
わ
ゆ
る
「
七
卿
落
ち
」
の
一
人
で
あ
る
。
実
美
ら
と
長
州
に
落
ち
延
び
た
澤
は
、
一
時
実

美
と
袂
を
分
か
ち
、
平
野
国
臣
（
一
八
二
八
〜
六
四
）
ら
と
合
流
し
て
但
馬
国
生
野
で
挙
兵
し
た

（
生
野
の
変
）。
本
画
（
図
5
）
は
、
澤
が
夜
陰
に
ま
ぎ
れ
て
滞
在
先
で
あ
る
三
田
尻
の
招
賢
閣
を

脱
走
す
る
場
面
で
あ
り
、
詞
書
に
よ
れ
ば
異
変
に
気
付
い
た
従
者
や
同
志
た
ち
が
「
此
の
室
彼
の

室
と
検
す
る
に
澤
宣
嘉
あ
ら
す
灯
檠
を
蓐
上
に
よ
こ
た
へ
衾
を
そ
の
上
に
被
ひ
人
の
寝
た
る
状
の

如
く
し
枕
頭
に
書
一
通
を
遺
し
た
り
」
と
い
う
あ
り
さ
ま
で
あ
っ
た
と
い
う
。
下
絵
の
ほ
う
を
見

る
と
、
寝
乱
れ
た
夜
着
の
人
び
と
が
澤
の
脱
走
を
知
っ
て
驚
き
慌
て
る
さ
ま
が
い
く
ぶ
ん
滑
稽

に
、
仰
々
し
く
描
か
れ
て
い
る
。

　
注
目
す
べ
き
は
下
絵
に
貼
ら
れ
た
紙
片
で
あ
る
。
紙
片
に
は
墨
書
で
「
驚
駭
之
形
様
餘
リ
滑
稽

過
ギ
テ
悪
シ
今
少
シ
ク
穏
当
之
形
式
ニ
改
メ
ル
ベ
シ
」
と
あ
り
、
尾
崎
か
ら
と
思
わ
れ
る
有
美
へ

の
具
体
的
な
修
正
の
指
示
内
容
が
わ
か
る
。
下
絵
に
見
ら
れ
る
、
胸
元
を
は
だ
け
て
大
げ
さ
に
驚

く
人
び
と
の
滑
稽
な
姿
は
、
本
画
で
は
整
っ
た
形
に
改
め
ら
れ
て
お
り
、
な
か
に
は
袴
を
は
い
た

者
ま
で
描
か
れ
て
い
る
。
下
絵
に
対
す
る
指
摘
を
受
け
て
、
人
物
の
身
な
り
や
感
情
表
現
が
抑
制

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
な
お
本
画
で
は
、
画
面
左
端
に
宿
所
か
ら
飛
び
降
り
て
脱
走
す
る
澤
が

描
か
れ
て
い
る
が
、
下
絵
で
は
澤
の
姿
は
描
か
れ
て
お
ら
ず
、
澤
が
脱
走
す
る
様
子
を
描
い
た
別

の
下
絵
が
存
在
し
た
こ
と
を
想
像
さ
せ
る
。

図5　田中有美《三條実美公事蹟絵巻》第10巻第2段、
1901年、当館所蔵
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尾
崎
が
編
輯
責
任
者
と
な
る
以
前
、
す
で
に
巖
谷
が
選
定
し
て
い
た
「
公
の
幼
時
に
於
る
事
歴

四
、五
巻
の
草
案
」
が
存
在
し
た
と
さ
れ
、
本
画
の
第
一
、二
巻
に
相
当
す
る
①
〜
⑤
は
、
巖
谷
の

在
任
中
で
あ
る
明
治
二
十
六
、二
十
七
年
頃
に
制
作
さ
れ
た
と
い
う
推
論
も
成
り
立
つ
。
ま
た
③
と

④
が
除
外
さ
れ
た
の
も
、
こ
れ
が
巖
谷
の
草
案
に
基
づ
く
伺
下
絵
で
あ
り
、
尾
崎
の
絵
巻
構
想
と

は
相
容
れ
ぬ
要
素
を
含
ん
で
い
た
た
め
に
除
外
さ
れ
た
可
能
性
も
あ
る
だ
ろ
う
。

　
さ
て
下
絵
①
・
②
・
⑥
は
、
本
画
と
比
較
す
れ
ば
建
物
の
構
造
や
人
物
の
配
置
な
ど
細
部
に
異

同
を
生
じ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
が
、
基
本
的
に
本
画
と
直
結
す
る
も
の
で
あ
る
。
全
体
に
下
絵

と
本
画
の
間
に
画
風
の
著
し
い
振
幅
は
な
く
、
別
表
に
ま
と
め
た
よ
う
に
寸
法
も
一
〇
〜
二
〇
㎝

程
度
の
差
し
か
な
い
こ
と
か
ら
、
本
画
と
さ
ほ
ど
隔
た
ら
な
い
時
期
に
制
作
さ
れ
た
も
の
と
考
え

ら
れ
る
。
次
に
下
絵
の
各
場
面
を
見
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。

①
二
月
八
日
公
梨
木
町
ノ
第
ニ
生
ル
ゝ
之
図

　
①
は
実
美
誕
生
の
場
景
で
あ
る
。
本
画
の
詞
書
で
は
、
三
條
家
の
由
緒
が
語
ら
れ
、
幕
末
の
動

乱
期
に
実
美
が
生
を
受
け
た
こ
と
を
国
家
の
吉
兆
と
し
て
述
べ
て
い
る
。

　
本
画
（
図
3
）
と
下
絵
の
相
違
点
と
し
て
、
以
下
の
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ま
ず
梨
木
町
の
三

條
邸
を
舞
台
と
す
る
が
、
門
前
の
通
行
人
の
数
や
歩
く
方
向
、
衣
装
な
ど
が
異
な
る
。
次
に
、
本

画
で
は
実
美
誕
生
に
合
わ
せ
て
父
の
実
万
が
供
を
連
れ
て
邸
に
戻
る
姿
が
描
か
れ
て
い
る
が
、
下

絵
で
は
実
万
が
不
在
で
あ
る
。
そ
し
て
、
本
画
で
は
邸
内
を
吹
抜
屋
台
で
捉
え
て
お
り
、
鑑
賞
者

は
室
内
の
構
造
を
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
下
絵
で
は
縁
先
に
近
い
部
屋
が
描
か
れ
る
の
み

で
、
本
画
の
よ
う
な
詳
細
な
室
内
描
写
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
ら
を
総
合
す
る
と
、
本
画
に

お
い
て
実
万
が
描
き
加
え
ら
れ
た
の
は
、
実
美
の
誕
生
と
い
う
慶
事
を
寿
ぎ
、
三
條
家
の
正
統
な

継
承
者
と
し
て
明
確
に
示
す
必
要
が
あ
っ
た
こ
と
、
ま
た
赤
子
の
実
美
が
縁
先
か
ら
室
内
へ
と
場

所
を
移
動
し
た
の
は
、
貴
人
の
誕
生
を
告
げ
る
の
に
縁
先
の
よ
う
な
場
所
が
ふ
さ
わ
し
く
な
い
と

判
断
し
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
な
お
有
美
の
絵
巻
の
特
徴
と
し
て
、
豊
富
な
画
中
画
の
描
写
が
知
ら

れ
る
。
本
画
の
こ
の
場
面
で
は
群
鶴
図
屏
風
や
秋
草
に
月
を
描
い
た
襖
絵
な
ど
が
描
か
れ
て
い
る

が
、
下
絵
に
画
中
画
は
な
く
、
質
素
な
室
内
描
写
に
留
め
ら
れ
て
い
る
。

②
公
年
七
歳
始
テ
句
読
ヲ
後
藤
一
郎
ニ
受
ク
ル
之
図

　
②
で
は
幼
少
期
の
実
美
が
侍
講
の
後
藤
一
郎
（
富
田
織
部
　
一
八
一
五
〜
六
八
）
か
ら
薫
陶
を

受
け
る
様
子
が
描
か
れ
る
。
後
藤
は
実
万
の
補
佐
役
と
し
て
将
軍
継
嗣
問
題
に
関
わ
り
、
安
政
の

大
獄
に
連
座
し
た
人
物
で
あ
る
。
ま
た
後
藤
は
、
実
美
の
兄
・
公
睦
（
一
八
二
八
〜
五
四
）
が
病

弱
で
あ
っ
た
こ
と
を
危
惧
し
、
実
美
を
嗣
子
と
す
る
よ
う
実
万
に
建
議
す
る
な
ど
、
実
美
の
有
力

な
支
持
者
で
も
あ
っ
た
。
実
美
が
早
く
か
ら
後
藤
に
師
事
し
た
姿
を
描
く
こ
と
で
、
後
年
、
尊
攘

派
公
卿
と
し
て
活
躍
し
た
実
美
の
素
養
が
幼
少
期
に
形
作
ら
れ
た
こ
と
を
解
き
明
か
し
て
い
る
。

本
画
（
図
4
）
と
下
絵
の
間
に
大
幅
な
懸
隔
は
な
く
、
お
お
む
ね
下
絵
の
構
図
が
踏
襲
さ
れ
て
い

る
。
た
だ
し
下
絵
に
お
け
る
前
景
の
松
樹
の
高
さ
や
井
戸
の
形
状
が
変
更
さ
れ
、
さ
ら
に
画
面
左

端
に
い
る
二
人
の
侍
臣
や
牧
馬
を
描
い
た
画
中
画
が
除
か
れ
る
な
ど
、
下
絵
か
ら
本
画
に
進
む
段

階
で
若
干
の
修
正
は
な
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
本
画
で
は
、
廊
下
が
屈
曲
し
て
画
面
左
奥
に
続
い
て

お
り
、
全
体
の
構
図
は
簡
素
に
な
り
な
が
ら
も
、
邸
内
の
空
間
が
拡
張
さ
れ
て
い
る
。

③
・
④
文
武
諸
芸
ヲ
修
習
ス
ル
之
図

　
③
と
④
は
本
画
に
該
当
す
る
場
面
が
存
在
し
な
い
。
も
と
よ
り
『
三
條
実
美
公
年
譜
』
巻
一
に

も
幼
少
期
の
逸
話
は
必
ず
し
も
豊
富
で
は
な
く
、
こ
こ
で
は
少
年
の
実
美
が
文
武
の
修
練
を
積

み
、
貴
人
に
ふ
さ
わ
し
い
教
養
と
胆
力
を
身
に
着
け
て
い
く
様
子
を
描
く
意
図
が
あ
っ
た
こ
と
を

読
み
取
れ
る
。
③
と
④
は
、
い
ず
れ
も
画
面
右
側
で
典
籍
の
講
読
、
左
側
で
弓
術
の
稽
古
を
し
て

い
る
様
子
を
描
く
な
ど
、
異
時
同
図
的
な
構
図
を
採
用
し
て
い
る
。
さ
ら
に
下
絵
で
は
、
そ
れ
ぞ

れ
人
物
の
配
置
や
視
点
が
異
な
り
、
③
で
は
画
面
中
央
を
横
断
す
る
霞
、
④
で
は
樹
木
を
配
す
る

こ
と
で
、
場
面
転
換
を
物
理
的
に
明
示
し
て
い
る
。

　
結
局
③
と
④
は
、
双
方
と
も
に
本
画
に
採
録
さ
れ
て
い
な
い
が
、
先
述
し
た
よ
う
に
巖
谷
の
在

任
中
に
制
作
さ
れ
た
伺
下
絵
で
あ
っ
た
た
め
に
、
尾
崎
の
判
断
で
除
外
さ
れ
た
の
か
も
し
れ
な

い
。
②
〜
④
は
い
ず
れ
も
文
武
の
修
養
と
い
う
主
題
で
あ
り
、
似
通
っ
た
場
面
が
重
複
す
る
こ
と

で
、
幼
少
期
の
事
蹟
に
関
す
る
描
写
が
冗
長
に
な
る
こ
と
を
避
け
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

⑤
御
学
問
所
ニ
於
テ
樊
噲
伝
会
読
之
図

　
⑤
も
本
画
に
該
当
す
る
場
面
は
な
い
。
た
だ
し
③
、
④
と
異
な
り
、『
三
條
実
美
公
年
譜
』
巻
一

の
安
政
四
年
九
月
十
八
日
条
「
公
御
学
問
所
ノ
御
会
ニ
参
ス
」
に
、「
是
日
公
召
ニ
応
シ
（
中
略
）

御
前
ニ
参
シ
史
記
樊
噲
伝
ヲ
講
読
ス
」
と
あ
り
、
数
え
年
二
十
一
歳
の
青
年
貴
族
と
な
っ
た
実
美

が
、
孝
明
天
皇
（
一
八
三
一
〜
六
六
）
の
御
前
で
『
史
記
』
の
樊
噲
伝
を
講
読
す
る
姿
を
描
い
て
い

る
。
下
絵
で
は
丁
寧
な
屋
台
引
き
に
よ
っ
て
御
学
問
所
の
構
造
を
捉
え
て
お
り
、
V
字
型
の
構
図

を
形
作
っ
て
い
る
。
隙
間
か
ら
は
上
段
に
孝
明
天
皇
の
御
姿
、
そ
れ
に
向
き
合
う
形
で
衣
冠
束
帯

を
纏
っ
た
実
美
の
姿
が
描
か
れ
て
い
る
が
、
天
皇
の
御
姿
は
本
画
全
巻
を
通
じ
て
描
か
れ
て
お
ら

ず
、
下
絵
の
み
に
認
め
ら
れ
る
。
最
終
的
に
こ
の
場
面
が
不
採
用
と
な
っ
た
理
由
は
不
明
だ
が
、

あ
る
い
は
孝
明
天
皇
の
御
姿
を
め
ぐ
っ
て
議
論
が
交
わ
さ
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
ひ
と
つ
事
例
を
挙
げ
て
み
よ
う
。
宮
内
庁
宮
内
公
文
書
館
所
蔵
『
明
治
三
十
五
年
　
御
用
度
録
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資
料

〔
凡
例
〕

・
以
下
は
、
宮
内
庁
宮
内
公
文
書
館
所
蔵
『
明
治
二
十
八
年
　

御
用
度
録
』（
識
別
番
号
：
六
九
三
五
五
）
収
録
の
《
三
條
実

美
公
事
蹟
絵
巻
》
に
関
連
す
る
公
文
書
類
を
抜
粋
、
翻
刻
し
た

も
の
で
あ
る
。
翻
刻
に
あ
た
っ
て
は
、
当
館
・
髙
梨
真
行
主
任

研
究
官
の
助
力
を
得
た
。

・
内
容
が
重
複
す
る
書
類
は
割
愛
し
、
簿
冊
に
綴
ら
れ
た
順
に

掲
載
し
た
。
ま
た
、
誤
字
、
用
字
と
用
語
の
不
揃
い
も
原
文
の

ま
ま
と
し
た
。

別
紙
請
求
書
ニ
對
ス
ル
三
條
内
府

公
行
状
繪
巻
物
壱
図
ハ
曩
ニ
私

及
久
保
田
米
僊
両
名
受
負
ノ
分

六
十
枚
ハ
去
月
十
七
日
悉
皆
納
済

ニ
相
成
候
處
更
ニ
監
督
尾
崎

三
良
殿
ヨ
リ
私
ヘ
被
仰
付
候
モ
ノ

ニ
テ
全
ク
請
負
外
ノ
分
ニ
有
之
候

尾
崎
三
良
殿
ヨ
リ
御
照
會
相

成
居
候
事
ト
奉
存
候
得
共
為

念
此
段
申
副
候
也

明
治
廿
八
年
十
一
月
廿
三
日

　
下
谷
区
池
ノ
端
仲
町
十
七
番
地

　
　
　
　
田
中
有
美
　
朱
文
方
印
「
紀
」

宮
内
省
調
度
局

　
　
　
　
　
御
中

御
費
書
籍
類
回
議
書

　
　
　
　
　
金
　
額

書
籍
図
画
類
ノ
部

一
故
三
条
内
大
臣
繪
巻
物

下
図
繪
画

　
拾 

五 

枚
　
弐
拾
参
円
　
金
参
百
四
拾
五
円
也
　
　
田
中
　
有
美

一
故
三
条
内
大
臣
繪
巻
物

本
図
繪
画

　
四
拾
五
枚
　
参
拾
参
円
　
金
千
四
百
八
拾
五
円
也
　
久
保
田
米
仙

　
　
　
　
　
是
者
稟
二
六
号
決
裁
ノ
分
調
製

右
貯
蔵
品
ニ
請
求
候
条
購
入
相
成
度
候
也

故
三
条
内
大
臣
繪
巻
物

一
　
下
図
絵
画
　
拾
五
枚
　
弐
拾
参
円
　
参
百
四
拾
五
円

　
　
　
　
　
内

　
　
　
　
壱
枚
　
五
月
廿
五
日

　
納
済

　
参
枚
　
六
月
七
日

　
納
済

　
　
　
　
四
枚
　
七
月
廿
四
日

　
納
済

　
参
枚
　
七
月
三
十
日

　
納
済

　
　
　
　
三
枚
　
八
月
四
日

　
納
済

　
廿
八
年
五
月
八
日

　
壱
枚
納
済

故
三
条
内
大
臣
繪
巻
物

一
　
本
図
絵
画
　
四
拾
五
枚
　
参
拾
参
円
　
千
四
百
八
拾
五
円

　
　
　
　
　
内

　
　
　
　
弐
枚
　
八
月
廿
五
日

　
納
済

　
三
枚
　
八
月
廿
八
日

　
納
済

　
　
十
一
月
十
六
日

　
弐
枚
納
済

　
　
　
　
十
二
月
七
日

　
六
枚
納
済

　
十
二
月
七
日

　
壱
枚
納
済

　
　
　
　
十
二
月
廿
二
日

　
参
枚
納
済

　
廿
八
年
一
月
十
六
日

　
壱
枚
納
済

　
　
　
　
廿
八
年
二
月
十
二
日

　
参
枚
納
済

　
三
月
三
十
日

　
参
枚
納
済

　
　
　
　
五
月
八
日

　
四
枚
納
済

　
　
　
　
六
月
七
日

　
五
枚
納
済
　
七
月
五
日

　
五
枚
納
済

　
　
　
　
七
月
三
十
日

　
四
枚
納
済

　
十
月
十
八
日

　
参
枚

　
　
　
御
請
書

一
　
金
千
八
百
参
拾
圓
也
　
三
條
内
大
臣
繪
巻
物
画
料

　
　
内

金
参
百
四
拾
五
圓
也
　
　
　
下
タ
図
出
来
ノ
分
　
拾
五
枚

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
但
壱
枚
ニ
付
金
弐
拾
参
円

金
千
四
百
八
拾
五
圓
也
　
　
　
本
図
新
製
ノ
分
四
拾
五
枚

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
但
壱
枚
ニ
付
金
参
拾
参
円

　
但
仕
様

極
彩
色
密
画
々
料
並
ニ
絹
地
金
銀
泥
画
之
具
裏
打
候

巻
物
ニ
仕
立
直
一
切
ノ
費
用
尤
新
製
ノ
分
ハ
下
繪
取
調
料
共

右
ハ
今
般
三
條
内
大
臣
公
繪
巻
物
ノ
繪
画
私
共
ノ
御
用

被
仰
付
候
ニ
付
テ
ハ
前
書
ノ
代
價
ヲ
以
テ
御
受
仕
候
就
テ
ハ
下

図
出
来
ノ
分
拾
五
枚
及
新
製
ノ
分
弐
拾
五
枚
ハ
本
年
中
ニ
残
リ
新

製
ノ
分
弐
拾
枚
ハ
来
明
治
廿
八
年
中
ニ
成
工
上
納
可
仕
候
尤
モ
画
事

ニ
付
テ
ハ
尾
崎
三
良
殿
ノ
監
督
ヲ
受
ケ
図
按
等
ハ
其
指
揮
ニ
随
ヒ

調
製
可
仕
候

右
之
通
御
受
仕
候
也

　
　
　
　
芝
区
新
橋
田
町
十
九
番
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
久
保
田
米
僊
　
　
朱
文
方
印
「
米
僊
」

　
　
　
　
牛
込
区
矢
来
町
八
番
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
田
中
有
美
　
　
　
朱
文
方
印
「
紀
」

調
度
局
長
山
崎
直
胤
殿

拝
啓
然
ハ
三
条
故
内
大
臣

繪
巻
物
之
義
下
繪
有

之
分
十
七
枚
新
製
四
十

三
枚
代
金
合
計
千
八
百
拾

円
之
所
旧
図
二
枚
丈
不
用

之
分
出
来
ニ
付
改
メ
テ

旧
図
十
五
枚
新
製
四

十
五
枚
ト
致
度
代
金
合

計
之
所
ニ
テ
弐
拾
円
相

増
シ
千
八
百
三
拾
円
ト
相

成
候
間
是
ニ
テ
何
卒

可
然
御
取
計
被
下
度
候

委
細
之
義
ハ
本
人

と
も
よ
り
御
聞
取
被
下

度
此
段
得
貴
意
度

如
此
御
坐
候
　
恐
々
謹
言

四
月
廿
五
日
　
　
　
三
良

山
崎
直
胤
殿

※
尾
崎
三
良
か
ら
調
度
局
長
・
山
崎
直
胤
に
宛
て
た
書
簡
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お
わ
り
に

　
以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
下
絵
で
は
実
美
の
生
涯
に
お
け
る
特
筆
す
べ
き
出
来
事
や
政
治
思

想
、
貴
人
性
を
象
徴
す
る
事
蹟
（
主
題
）
の
選
択
が
な
さ
れ
て
い
る
。
制
作
に
あ
た
っ
て
は
モ

チ
ー
フ
の
配
置
や
構
図
、
人
物
表
現
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
観
点
か
ら
画
面
構
成
が
検
討
さ
れ
、
本
画

の
完
成
に
向
け
て
緻
密
な
準
備
が
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。
本
画
で
は
、
実
美
の
事

蹟
を
後
世
に
伝
え
て
ゆ
く
こ
と
を
最
優
先
し
、
そ
れ
を
視
覚
化
す
る
た
め
に
細
部
ま
で
緻
密
な
検

討
が
加
え
ら
れ
た
。
有
美
の
絵
画
作
品
に
共
通
す
る
、
あ
く
の
強
い
個
性
的
な
描
写
も
、
依
頼
者

が
認
め
る
表
現
の
も
と
で
の
み
可
能
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
全
二
十
四
巻
に
及
ぶ
本
画
の
制
作
過
程
を
考
慮
す
れ
ば
、
下
絵
や
草
稿
類
の
総
数
は
膨
大
な
も

の
と
な
る
は
ず
だ
。
下
絵
と
い
う
性
格
上
、
本
画
の
完
成
後
に
廃
棄
、
散
逸
し
た
も
の
も
多
い
と

推
測
さ
れ
る
が
、
他
の
絵
巻
も
含
め
て
本
稿
で
紹
介
し
た
よ
う
な
下
絵
や
草
稿
類
の
発
見
が
継
続

す
れ
ば
、
明
治
期
の
有
美
に
よ
る
絵
巻
群
の
全
貌
に
よ
り
近
づ
く
こ
と
が
で
き
る
の
み
な
ら
ず
、

国
家
的
な
絵
画
事
業
に
お
い
て
個
々
の
創
作
者
に
求
め
ら
れ
た
役
割
と
、
そ
れ
に
応
じ
た
作
家
の

個
性
と
い
っ
た
問
題
を
解
明
す
る
一
助
と
も
な
る
で
あ
ろ
う
。

 

（
当
館
学
芸
室
研
究
員
）

註（
1
） 

斉
藤
全
人
氏
に
よ
る
田
中
有
美
研
究
は
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

 

・
斉
藤
全
人
「
田
中
有
美
研
究
（
一
〜
三
）」『
三
の
丸
尚
蔵
館
年
報
・
紀
要
』
第
十
八
〜
二
十
号
、

二
〇
一
三
年
三
月
〜
一
五
年
三
月
。

 

・
同
右
「
田
中
有
美
研
究
（
続
）

│
光
琳
、
応
挙
か
ら
の
影
響
に
つ
い
て
」『
三
の
丸
尚
蔵
館
年
報
・

紀
要
』
第
二
十
二
号
、
二
〇
一
七
年
三
月
。

（
2
） 

こ
れ
ら
の
絵
巻
群
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
文
献
を
参
照
の
こ
と
。

 

・『
明
治
天
皇
を
支
え
た
二
人
　
三
条
実
美
と
岩
倉
具
視
　
一
代
絵
巻
が
物
語
る
幕
末
維
新
』
図
録
、
宮

内
庁
、
二
〇
一
四
年
。

 

・『
収
蔵
品
目
録
　
絵
画
　
田
中
有
美
筆
　
岩
倉
公
画
伝
草
稿
絵
巻
　
三
條
実
美
公
事
蹟
絵
巻
　
三
條
実

万
公
事
蹟
絵
巻
』
宮
内
庁
、
二
〇
一
九
年
。
ま
た
、
宮
内
庁
宮
内
公
文
書
館
に
は
有
美
の
筆
に
な
る
全
四

巻
の
《
明
治
天
皇
大
喪
儀
絵
巻
》（
一
九
一
三
年
）
が
収
蔵
さ
れ
て
い
る
。

（
3
） 『
臥
遊
堂
沽
価
書
目
』
第
五
号
、
二
〇
二
一
年
十
一
月
、
六
十
一
頁
。

（
4
） 

前
掲
書
（
註
1
）、
斉
藤
「
田
中
有
美
研
究
（
二
）」
三
十
六
〜
三
十
七
頁
。

（
5
） 

実
美
の
息
子
・
公
美
（
一
八
七
五
〜
一
九
一
四
）
に
よ
る
有
美
の
叙
位
申
請
書
に
こ
の
事
実
が
記
載
さ
れ

て
い
る
。
国
立
公
文
書
館
所
蔵
「
田
中
有
美
叙
位
ノ
件
ニ
付
内
申
」（
請
求
記
号
：
雑

〇
一
八
九
七
一
〇
〇
、一
九
〇
一
年
十
二
月
二
十
日
、
国
立
公
文
書
館
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブhttps://

w
w
w.digital.archives.go.jp

　
二
〇
二
二
年
八
月
二
十
二
日
最
終
閲
覧
）。

（
6
） 

田
中
家
所
蔵
の
有
美
自
筆
履
歴
書
に
よ
る
。
同
資
料
に
つ
い
て
は
、
前
掲
書
（
註
1
）、
斉
藤
「
田
中
有

美
研
究
（
二
）」
で
言
及
さ
れ
て
い
る
。

（
7
） 『
明
治
天
皇
紀
』
第
十
、
明
治
三
十
四
年
十
二
月
二
十
三
日
条
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
四
年
、
一
七
〇

頁
）
に
は
「
是
れ
よ
り
先
、
三
條
実
美
事
蹟
絵
巻
物
成
れ
る
を
以
て
、
之
れ
を
上
り
て
乙
夜
の
覧
を
乞

ふ
」
と
あ
る
。

（
8
） 

尾
崎
三
良
『
尾
崎
三
良
自
叙
略
伝
』
下
巻
、
中
央
公
論
社
、
一
九
七
七
年
、
十
九
、一
九
八
〜
一
九
九
頁
。

（
9
） 

伊
藤
隆
、
尾
崎
春
盛
編
『
尾
崎
三
良
日
記
』
下
巻
、
中
央
公
論
社
、
一
九
九
二
年
、
十
五
、十
九
、三
十
八

頁
。

（
10
） 

太
田
彩
「
絵
巻
の
装
飾
意
匠

│
父
・
有
美
か
ら
息
子
・
親
美
へ
の
継
承
」（
前
掲
書
（
註
2
）、『
明
治

天
皇
を
支
え
た
二
人
』
図
録
所
収
）。
有
美
と
親
美
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
竹
田
道
太
郎
「
田
中
有
美
と

親
美
」（『
国
史
大
辞
典
』
第
九
巻
付
録
「
史
窓
余
話
」
所
収
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
八
年
）
を
参
照

の
こ
と
。

（
11
） 

福
永
知
代
「
久
保
田
米
僊
の
画
業
に
関
す
る
基
礎
的
研
究
（
2
）　
久
保
田
米
僊
と
日
清
戦
争

│
『
国

民
新
聞
』
に
お
け
る
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
を
中
心
に
」『
お
茶
の
水
女
子
大
学
人
文
科
学
紀
要
』
第
五
十
七

巻
、
二
〇
〇
四
年
三
月
。

（
12
）『
明
治
二
十
八
年
　
御
用
度
録
』
の
存
在
は
、
当
館
・
五
味
聖
主
任
研
究
官
よ
り
教
示
を
受
け
た
。
有
美

と
米
僊
の
関
係
に
つ
い
て
興
味
深
い
証
言
が
あ
る
。
米
僊
の
息
子
・
久
保
田
米
斎
（
一
八
七
四
〜

一
九
三
七
）
に
よ
れ
ば
、
米
僊
が
鈴
木
百
年
（
一
八
二
八
〜
九
一
）
に
弟
子
入
り
し
た
き
っ
か
け
は
、
有

美
に
画
才
を
認
め
ら
れ
た
こ
と
に
よ
る
と
い
う
（
久
保
田
満
明
〔
米
斎
〕「
家
厳
米
僊
の
事
ど
も
」『
中
央

美
術
』
復
興
第
一
年
第
二
号
、
一
九
三
三
年
九
月
、
五
十
八
頁
）。
た
だ
し
米
僊
本
人
の
回
想
で
は
、
百

年
へ
の
入
門
は
近
所
の
髪
結
い
の
紹
介
と
し
て
お
り
（
黒
田
譲
『
名
家
歴
訪
録
』
上
篇
、
黒
田
譲
、

一
八
九
九
年
、
一
二
一
頁
）、『
米
僊
画
談
』（
松
邑
三
松
堂
、
一
九
〇
二
年
）
に
は
絵
巻
事
業
の
こ
と
は
も

と
よ
り
、
有
美
に
つ
い
て
も
な
ん
ら
言
及
さ
れ
て
い
な
い
。

（
13
） 

見
積
書
は
明
治
三
十
五
年
一
月
付
で
提
出
さ
れ
た
も
の
だ
が
、
他
に
も
尾
崎
は
「
田
中
有
美
ト
共
ニ
先
公

絵
巻
物
ヲ
一
見
シ
、
其
疎
密
ヲ
論
ジ
誤
謬
ヲ
正
ス
」（
前
掲
書
（
註
9
）、『
尾
崎
三
良
日
記
』
下
巻
、
明

治
三
十
五
年
五
月
四
日
条
、
四
三
五
頁
）
な
ど
、
本
画
納
入
後
も
細
部
ま
で
有
美
と
検
証
を
重
ね
て
い
る
。

（
14
） 

天
皇
像
の
表
現
に
つ
い
て
は
、
山
本
陽
子
『
絵
巻
に
お
け
る
神
と
天
皇
の
表
現

│
見
え
ぬ
よ
う
に
描

く
』（
中
央
公
論
美
術
出
版
、
二
〇
〇
六
年
）
を
参
照
の
こ
と
。
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資
料

〔
凡
例
〕

・
以
下
は
、
宮
内
庁
宮
内
公
文
書
館
所
蔵
『
明
治
二
十
八
年
　

御
用
度
録
』（
識
別
番
号
：
六
九
三
五
五
）
収
録
の
《
三
條
実

美
公
事
蹟
絵
巻
》
に
関
連
す
る
公
文
書
類
を
抜
粋
、
翻
刻
し
た

も
の
で
あ
る
。
翻
刻
に
あ
た
っ
て
は
、
当
館
・
髙
梨
真
行
主
任

研
究
官
の
助
力
を
得
た
。

・
内
容
が
重
複
す
る
書
類
は
割
愛
し
、
簿
冊
に
綴
ら
れ
た
順
に

掲
載
し
た
。
ま
た
、
誤
字
、
用
字
と
用
語
の
不
揃
い
も
原
文
の

ま
ま
と
し
た
。

別
紙
請
求
書
ニ
對
ス
ル
三
條
内
府

公
行
状
繪
巻
物
壱
図
ハ
曩
ニ
私

及
久
保
田
米
僊
両
名
受
負
ノ
分

六
十
枚
ハ
去
月
十
七
日
悉
皆
納
済

ニ
相
成
候
處
更
ニ
監
督
尾
崎

三
良
殿
ヨ
リ
私
ヘ
被
仰
付
候
モ
ノ

ニ
テ
全
ク
請
負
外
ノ
分
ニ
有
之
候

尾
崎
三
良
殿
ヨ
リ
御
照
會
相

成
居
候
事
ト
奉
存
候
得
共
為

念
此
段
申
副
候
也

明
治
廿
八
年
十
一
月
廿
三
日

　
下
谷
区
池
ノ
端
仲
町
十
七
番
地

　
　
　
　
田
中
有
美
　
朱
文
方
印
「
紀
」

宮
内
省
調
度
局

　
　
　
　
　
御
中

御
費
書
籍
類
回
議
書

　
　
　
　
　
金
　
額

書
籍
図
画
類
ノ
部

一
故
三
条
内
大
臣
繪
巻
物

下
図
繪
画

　
拾 

五 

枚
　
弐
拾
参
円
　
金
参
百
四
拾
五
円
也
　
　
田
中
　
有
美

一
故
三
条
内
大
臣
繪
巻
物

本
図
繪
画

　
四
拾
五
枚
　
参
拾
参
円
　
金
千
四
百
八
拾
五
円
也
　
久
保
田
米
仙

　
　
　
　
　
是
者
稟
二
六
号
決
裁
ノ
分
調
製

右
貯
蔵
品
ニ
請
求
候
条
購
入
相
成
度
候
也

故
三
条
内
大
臣
繪
巻
物

一
　
下
図
絵
画
　
拾
五
枚
　
弐
拾
参
円
　
参
百
四
拾
五
円

　
　
　
　
　
内

　
　
　
　
壱
枚
　
五
月
廿
五
日

　
納
済

　
参
枚
　
六
月
七
日

　
納
済

　
　
　
　
四
枚
　
七
月
廿
四
日

　
納
済

　
参
枚
　
七
月
三
十
日

　
納
済

　
　
　
　
三
枚
　
八
月
四
日

　
納
済

　
廿
八
年
五
月
八
日

　
壱
枚
納
済

故
三
条
内
大
臣
繪
巻
物

一
　
本
図
絵
画
　
四
拾
五
枚
　
参
拾
参
円
　
千
四
百
八
拾
五
円

　
　
　
　
　
内

　
　
　
　
弐
枚
　
八
月
廿
五
日

　
納
済

　
三
枚
　
八
月
廿
八
日

　
納
済

　
　
十
一
月
十
六
日

　
弐
枚
納
済

　
　
　
　
十
二
月
七
日

　
六
枚
納
済

　
十
二
月
七
日

　
壱
枚
納
済

　
　
　
　
十
二
月
廿
二
日

　
参
枚
納
済

　
廿
八
年
一
月
十
六
日

　
壱
枚
納
済

　
　
　
　
廿
八
年
二
月
十
二
日

　
参
枚
納
済

　
三
月
三
十
日

　
参
枚
納
済

　
　
　
　
五
月
八
日

　
四
枚
納
済

　
　
　
　
六
月
七
日

　
五
枚
納
済
　
七
月
五
日

　
五
枚
納
済

　
　
　
　
七
月
三
十
日

　
四
枚
納
済

　
十
月
十
八
日

　
参
枚

　
　
　
御
請
書

一
　
金
千
八
百
参
拾
圓
也
　
三
條
内
大
臣
繪
巻
物
画
料

　
　
内

金
参
百
四
拾
五
圓
也
　
　
　
下
タ
図
出
来
ノ
分
　
拾
五
枚

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
但
壱
枚
ニ
付
金
弐
拾
参
円

金
千
四
百
八
拾
五
圓
也
　
　
　
本
図
新
製
ノ
分
四
拾
五
枚

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
但
壱
枚
ニ
付
金
参
拾
参
円

　
但
仕
様

極
彩
色
密
画
々
料
並
ニ
絹
地
金
銀
泥
画
之
具
裏
打
候

巻
物
ニ
仕
立
直
一
切
ノ
費
用
尤
新
製
ノ
分
ハ
下
繪
取
調
料
共

右
ハ
今
般
三
條
内
大
臣
公
繪
巻
物
ノ
繪
画
私
共
ノ
御
用

被
仰
付
候
ニ
付
テ
ハ
前
書
ノ
代
價
ヲ
以
テ
御
受
仕
候
就
テ
ハ
下

図
出
来
ノ
分
拾
五
枚
及
新
製
ノ
分
弐
拾
五
枚
ハ
本
年
中
ニ
残
リ
新

製
ノ
分
弐
拾
枚
ハ
来
明
治
廿
八
年
中
ニ
成
工
上
納
可
仕
候
尤
モ
画
事

ニ
付
テ
ハ
尾
崎
三
良
殿
ノ
監
督
ヲ
受
ケ
図
按
等
ハ
其
指
揮
ニ
随
ヒ

調
製
可
仕
候

右
之
通
御
受
仕
候
也

　
　
　
　
芝
区
新
橋
田
町
十
九
番
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
久
保
田
米
僊
　
　
朱
文
方
印
「
米
僊
」

　
　
　
　
牛
込
区
矢
来
町
八
番
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
田
中
有
美
　
　
　
朱
文
方
印
「
紀
」

調
度
局
長
山
崎
直
胤
殿

拝
啓
然
ハ
三
条
故
内
大
臣

繪
巻
物
之
義
下
繪
有

之
分
十
七
枚
新
製
四
十

三
枚
代
金
合
計
千
八
百
拾

円
之
所
旧
図
二
枚
丈
不
用

之
分
出
来
ニ
付
改
メ
テ

旧
図
十
五
枚
新
製
四

十
五
枚
ト
致
度
代
金
合

計
之
所
ニ
テ
弐
拾
円
相

増
シ
千
八
百
三
拾
円
ト
相

成
候
間
是
ニ
テ
何
卒

可
然
御
取
計
被
下
度
候

委
細
之
義
ハ
本
人

と
も
よ
り
御
聞
取
被
下

度
此
段
得
貴
意
度

如
此
御
坐
候
　
恐
々
謹
言

四
月
廿
五
日
　
　
　
三
良

山
崎
直
胤
殿

※
尾
崎
三
良
か
ら
調
度
局
長
・
山
崎
直
胤
に
宛
て
た
書
簡
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お
わ
り
に

　
以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
下
絵
で
は
実
美
の
生
涯
に
お
け
る
特
筆
す
べ
き
出
来
事
や
政
治
思

想
、
貴
人
性
を
象
徴
す
る
事
蹟
（
主
題
）
の
選
択
が
な
さ
れ
て
い
る
。
制
作
に
あ
た
っ
て
は
モ

チ
ー
フ
の
配
置
や
構
図
、
人
物
表
現
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
観
点
か
ら
画
面
構
成
が
検
討
さ
れ
、
本
画

の
完
成
に
向
け
て
緻
密
な
準
備
が
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。
本
画
で
は
、
実
美
の
事

蹟
を
後
世
に
伝
え
て
ゆ
く
こ
と
を
最
優
先
し
、
そ
れ
を
視
覚
化
す
る
た
め
に
細
部
ま
で
緻
密
な
検

討
が
加
え
ら
れ
た
。
有
美
の
絵
画
作
品
に
共
通
す
る
、
あ
く
の
強
い
個
性
的
な
描
写
も
、
依
頼
者

が
認
め
る
表
現
の
も
と
で
の
み
可
能
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
全
二
十
四
巻
に
及
ぶ
本
画
の
制
作
過
程
を
考
慮
す
れ
ば
、
下
絵
や
草
稿
類
の
総
数
は
膨
大
な
も

の
と
な
る
は
ず
だ
。
下
絵
と
い
う
性
格
上
、
本
画
の
完
成
後
に
廃
棄
、
散
逸
し
た
も
の
も
多
い
と

推
測
さ
れ
る
が
、
他
の
絵
巻
も
含
め
て
本
稿
で
紹
介
し
た
よ
う
な
下
絵
や
草
稿
類
の
発
見
が
継
続

す
れ
ば
、
明
治
期
の
有
美
に
よ
る
絵
巻
群
の
全
貌
に
よ
り
近
づ
く
こ
と
が
で
き
る
の
み
な
ら
ず
、

国
家
的
な
絵
画
事
業
に
お
い
て
個
々
の
創
作
者
に
求
め
ら
れ
た
役
割
と
、
そ
れ
に
応
じ
た
作
家
の

個
性
と
い
っ
た
問
題
を
解
明
す
る
一
助
と
も
な
る
で
あ
ろ
う
。

 

（
当
館
学
芸
室
研
究
員
）

註（
1
） 

斉
藤
全
人
氏
に
よ
る
田
中
有
美
研
究
は
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

 

・
斉
藤
全
人
「
田
中
有
美
研
究
（
一
〜
三
）」『
三
の
丸
尚
蔵
館
年
報
・
紀
要
』
第
十
八
〜
二
十
号
、

二
〇
一
三
年
三
月
〜
一
五
年
三
月
。

 

・
同
右
「
田
中
有
美
研
究
（
続
）

│
光
琳
、
応
挙
か
ら
の
影
響
に
つ
い
て
」『
三
の
丸
尚
蔵
館
年
報
・

紀
要
』
第
二
十
二
号
、
二
〇
一
七
年
三
月
。

（
2
） 

こ
れ
ら
の
絵
巻
群
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
文
献
を
参
照
の
こ
と
。

 

・『
明
治
天
皇
を
支
え
た
二
人
　
三
条
実
美
と
岩
倉
具
視
　
一
代
絵
巻
が
物
語
る
幕
末
維
新
』
図
録
、
宮

内
庁
、
二
〇
一
四
年
。

 

・『
収
蔵
品
目
録
　
絵
画
　
田
中
有
美
筆
　
岩
倉
公
画
伝
草
稿
絵
巻
　
三
條
実
美
公
事
蹟
絵
巻
　
三
條
実

万
公
事
蹟
絵
巻
』
宮
内
庁
、
二
〇
一
九
年
。
ま
た
、
宮
内
庁
宮
内
公
文
書
館
に
は
有
美
の
筆
に
な
る
全
四

巻
の
《
明
治
天
皇
大
喪
儀
絵
巻
》（
一
九
一
三
年
）
が
収
蔵
さ
れ
て
い
る
。

（
3
） 『
臥
遊
堂
沽
価
書
目
』
第
五
号
、
二
〇
二
一
年
十
一
月
、
六
十
一
頁
。

（
4
） 

前
掲
書
（
註
1
）、
斉
藤
「
田
中
有
美
研
究
（
二
）」
三
十
六
〜
三
十
七
頁
。

（
5
） 

実
美
の
息
子
・
公
美
（
一
八
七
五
〜
一
九
一
四
）
に
よ
る
有
美
の
叙
位
申
請
書
に
こ
の
事
実
が
記
載
さ
れ

て
い
る
。
国
立
公
文
書
館
所
蔵
「
田
中
有
美
叙
位
ノ
件
ニ
付
内
申
」（
請
求
記
号
：
雑

〇
一
八
九
七
一
〇
〇
、一
九
〇
一
年
十
二
月
二
十
日
、
国
立
公
文
書
館
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブhttps://

w
w
w.digital.archives.go.jp

　
二
〇
二
二
年
八
月
二
十
二
日
最
終
閲
覧
）。

（
6
） 

田
中
家
所
蔵
の
有
美
自
筆
履
歴
書
に
よ
る
。
同
資
料
に
つ
い
て
は
、
前
掲
書
（
註
1
）、
斉
藤
「
田
中
有

美
研
究
（
二
）」
で
言
及
さ
れ
て
い
る
。

（
7
） 『
明
治
天
皇
紀
』
第
十
、
明
治
三
十
四
年
十
二
月
二
十
三
日
条
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
四
年
、
一
七
〇

頁
）
に
は
「
是
れ
よ
り
先
、
三
條
実
美
事
蹟
絵
巻
物
成
れ
る
を
以
て
、
之
れ
を
上
り
て
乙
夜
の
覧
を
乞

ふ
」
と
あ
る
。

（
8
） 

尾
崎
三
良
『
尾
崎
三
良
自
叙
略
伝
』
下
巻
、
中
央
公
論
社
、
一
九
七
七
年
、
十
九
、一
九
八
〜
一
九
九
頁
。

（
9
） 

伊
藤
隆
、
尾
崎
春
盛
編
『
尾
崎
三
良
日
記
』
下
巻
、
中
央
公
論
社
、
一
九
九
二
年
、
十
五
、十
九
、三
十
八

頁
。

（
10
） 

太
田
彩
「
絵
巻
の
装
飾
意
匠

│
父
・
有
美
か
ら
息
子
・
親
美
へ
の
継
承
」（
前
掲
書
（
註
2
）、『
明
治

天
皇
を
支
え
た
二
人
』
図
録
所
収
）。
有
美
と
親
美
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
竹
田
道
太
郎
「
田
中
有
美
と

親
美
」（『
国
史
大
辞
典
』
第
九
巻
付
録
「
史
窓
余
話
」
所
収
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
八
年
）
を
参
照

の
こ
と
。

（
11
） 

福
永
知
代
「
久
保
田
米
僊
の
画
業
に
関
す
る
基
礎
的
研
究
（
2
）　
久
保
田
米
僊
と
日
清
戦
争

│
『
国

民
新
聞
』
に
お
け
る
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
を
中
心
に
」『
お
茶
の
水
女
子
大
学
人
文
科
学
紀
要
』
第
五
十
七

巻
、
二
〇
〇
四
年
三
月
。

（
12
）『
明
治
二
十
八
年
　
御
用
度
録
』
の
存
在
は
、
当
館
・
五
味
聖
主
任
研
究
官
よ
り
教
示
を
受
け
た
。
有
美

と
米
僊
の
関
係
に
つ
い
て
興
味
深
い
証
言
が
あ
る
。
米
僊
の
息
子
・
久
保
田
米
斎
（
一
八
七
四
〜

一
九
三
七
）
に
よ
れ
ば
、
米
僊
が
鈴
木
百
年
（
一
八
二
八
〜
九
一
）
に
弟
子
入
り
し
た
き
っ
か
け
は
、
有

美
に
画
才
を
認
め
ら
れ
た
こ
と
に
よ
る
と
い
う
（
久
保
田
満
明
〔
米
斎
〕「
家
厳
米
僊
の
事
ど
も
」『
中
央

美
術
』
復
興
第
一
年
第
二
号
、
一
九
三
三
年
九
月
、
五
十
八
頁
）。
た
だ
し
米
僊
本
人
の
回
想
で
は
、
百

年
へ
の
入
門
は
近
所
の
髪
結
い
の
紹
介
と
し
て
お
り
（
黒
田
譲
『
名
家
歴
訪
録
』
上
篇
、
黒
田
譲
、

一
八
九
九
年
、
一
二
一
頁
）、『
米
僊
画
談
』（
松
邑
三
松
堂
、
一
九
〇
二
年
）
に
は
絵
巻
事
業
の
こ
と
は
も

と
よ
り
、
有
美
に
つ
い
て
も
な
ん
ら
言
及
さ
れ
て
い
な
い
。

（
13
） 

見
積
書
は
明
治
三
十
五
年
一
月
付
で
提
出
さ
れ
た
も
の
だ
が
、
他
に
も
尾
崎
は
「
田
中
有
美
ト
共
ニ
先
公

絵
巻
物
ヲ
一
見
シ
、
其
疎
密
ヲ
論
ジ
誤
謬
ヲ
正
ス
」（
前
掲
書
（
註
9
）、『
尾
崎
三
良
日
記
』
下
巻
、
明

治
三
十
五
年
五
月
四
日
条
、
四
三
五
頁
）
な
ど
、
本
画
納
入
後
も
細
部
ま
で
有
美
と
検
証
を
重
ね
て
い
る
。

（
14
） 

天
皇
像
の
表
現
に
つ
い
て
は
、
山
本
陽
子
『
絵
巻
に
お
け
る
神
と
天
皇
の
表
現

│
見
え
ぬ
よ
う
に
描

く
』（
中
央
公
論
美
術
出
版
、
二
〇
〇
六
年
）
を
参
照
の
こ
と
。
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（芳澤作品紹介参照）

13　 「同国〔スペイン〕皇帝並皇太后同市小松宮旅
館ヲ訪問セラレタル時ノ外景」  （7月13日）

11　「英国倫
（ マ マ ）

動府ノ真景　其ノ一」  （6月下旬ヵ）

10　「英国倫
（ マ マ ）

動府ノ真景　其ノ四　戴冠式ノ為ニ設立シタル緑門」  （明治35年（1902）6月下旬ヵ）

12　「英国倫
（ マ マ ）

動府外「ハムテンコート」離宮外ニ露営ノ印度兵視察ノ図　其ノ一」  （6月28日）

14　 「西班牙国「サンセバスチャン」市外「ウリヤ」山上
ニ於テ皇帝並皇太后小松宮ト景色眺望セラルゝ図」
  中央左から3人目が小松宮ヵ。（7月13日）

（田中作品紹介参照）

8　
田

中
有

美
《

三
條

内
府

公
事

蹟
画

巻
御

下
絵

》
よ

り
「

御
学

問
所

ニ
於

テ
樊

噲
伝

会
読

之
図

」

9　
田

中
有

美《
三

條
内

府
公

事
蹟

画
巻

御
下

絵
》よ

り「
三

田
尻

旅
館

ニ
於

テ
但

馬
ノ

一
挙

公
同

意
セ

ス
沢

宣
嘉

独
脱

走
ノ

図
」
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